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第１章 計画策定の概要

１計画策定の趣旨
急速な少子化や女性の就業率の高まりなど、子育て環境の変化に対応し、全

てのこども・若者が幸せに暮らせる社会の実現に向けた施策を推進するため、厚
木市こども・若者みらい計画を策定しました。

２計画の位置付け
本計画は、こども基本法に基づく市町村こども計画として、こども大綱と神

奈川県のこども計画を勘案するとともに、本市子ども育成条例の基本計画として、
また、上位計画である本市総合計画を始めとする教育・福祉・保健等の関連計画
と整合を図り策定しました。なお、こども・若者関連計画等を包含しています。

３計画期間
本計画の期間は、令和７（2025）年度から令和11（2029）年度までの５年間

とします。その間、社会情勢や市民ニーズなどの変化を捉え、必要に応じて見
直しを図ります。
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勘案

厚木市こども・若者みらい計画

次世代育成支援行動計画

子ども・子育て支援事業計画

こどもの貧困解消対策計画

子ども・若者育成支援計画

少子化社会対策に係る事項
成育医療等に関する計画

こども基本法

こども大綱

県こども計画勘案
勘案

整合
・
連携

厚木市総合計画

〈市の関連計画〉
・教育振興基本計画
・地域福祉計画
・障がい者福祉計画
・健康食育あつぎプラン
・男女共同参画計画
・自殺対策計画
・都市計画マスタープラン
・まち・ひと・しごと創生人口
ビジョン・総合戦略 など

１

▼包含する関連計画
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第２章 こども・若者・子育ての状況

人口や出生率、児童数などに係る各種統計を始め、独自に実施したニーズ調
査やこども・若者の意向調査を通じて、こども・若者・子育ての状況について
分析し、見えてきた課題と視点を整理しました。

２

１ 主な統計・調査結果
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第２章 こども・若者・子育ての状況

２ こども・若者をめぐる課題と視点

３

（１）保育施設等の確保

人口減少でこどもの数は減少していますが、女性の就業率の上昇を背景に
保育需要が増加しています。しばらくは保育施設等の確保が必要です。

（２）子育てを支える環境の整備

子育てと就労が両立できるよう、職場等における環境づくりが必要です。

（３）多様な子育てニーズへの対応

保育や教育など様々な分野で、多様化・複雑化する子育てニーズを的確に
把握し対応することが必要です。

（４）子育て支援事業の充実

多くの保護者から、経済的な支援と気軽に相談できる場所の整備が求めら
れています。

（５）特別な支援を必要とするこどもや家庭への対応

障がいや発達への心配、外国籍など、特別な支援を必要とするこどもと家
庭に対し、きめ細かな支援が必要です。

（６）規則正しい生活習慣の習得

規則正しい生活ができていないと思われるこどもの数が明らかになったた
め、保健や教育などの各分野が連携し、こどもと家庭を支援する必要があり
ます。

（７）ひきこもり傾向にあるこども・若者への対応

それぞれのこども・若者が置かれた状況や課題に対応するために、一人一
人に寄り添ったきめ細かい相談体制づくりが必要です。

（８）こどもの気持ちを尊重

「社会の役に立ちたい」という前向きさや、「誰にも相談できない」とい
うこどもたちの気持ちを尊重した対応が必要です。



第２章 こども・若者・子育ての状況

４

（９）多様な居場所づくり

食事の提供や学習支援などを始め、心の拠り所にもなる居場所づくりにつ
いて、関連施策を含めて充実させていくことが必要です。

（10）こども・若者が意見を表明できる環境づくり
こども・若者の意見を聴くためには、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した

意見表明しやすい環境づくりが有効です。特に若者には意見表明への働きか
けが必要です。

（11）結婚、出産、子育ての希望がかなえられる社会へ
若者が結婚、出産、子育てを望む場合、希望をかなえられる社会づくりが

必要です。

（12）安定した雇用と収入を確保するための支援

若者が希望する職業に就き、十分な収入を確保できるよう、安定した雇用と
経済的基盤が得られる支援を強化することが求められています。



第３章 計画の基本的な考え方

（基本理念）

こどもまんなか社会の実現
こどもまんなか社会とは、こども・若者が自分らしく幸せに

暮らせる社会のことです。こども・若者の幸せは未来への希望

そのものです。こども・若者一人一人が自分らしく幸せに暮ら

し続けられる社会をつくることが、持続可能な社会の基盤とな

ります。

一人一人が自分らしく幸せな状態（ウェルビーイング）で

暮らすということは、心身の状況や置かれている環境等にかか

わらず、その誰もが等しく権利を保障され、身体的・精神的・

社会的に満たされた状態で生活を続けることです。

こどもまんなか社会でこどもの権利を保障することは、その

他の人の権利も保障することにつながります。当事者であるこ

ども・若者の意見に真摯に耳を傾けて施策に反映することによ

り、こども・若者を中心に大人・社会がつながり、結果として、

市民の皆さんが将来にわたって幸せに暮らせる社会の実現を目

指します。

（施策の体系）

本計画では、基本理念「こどもまんなか社会の実現」に向けて、４つの基本方針
を掲げるとともに、「こども大綱」に基づく４つの基本施策を設定し、それぞれに
重点施策、個別施策を設け、体系的に整理しています。

５



（施策の体系図）
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－２ 安心できる幼児教育・保育
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－３ 成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育

－４ いじめ防止対策

－５ 不登校のこどもへの支援

（３）青年期の施策

（１）多様な声を施策に反映

（２）こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援

（３）こども・若者、子育てに優しい社会づくりのための意識改革

（１）子育てや教育に関する経済的負担の軽減

（２）地域子育て支援、家庭教育支援

（３）仕事と子育てが両立できる環境づくり

（４）ひとり親家庭への支援

（１）こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有
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第４章 施策の展開

基本施策１ ライフステージを通した施策

こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有重点施策(1)

①こども・若者の権利を始めとする人権啓発

重点施策(2) 多様な遊びや体験の場づくり

①遊びや体験活動の推進 ③こどもまんなかまちづくり
②読書活動の推進

重点施策(3) こども・若者が活躍できる機会づくり
①こども・若者が活躍できる機会づくりの推進
②こども・若者の可能性を広げていくための多様性への理解

重点施策(5) こどもの貧困対策

①教育の支援 ③子育て当事者の就労の支援
②生活の安定のための支援 ④相談体制の整備

重点施策(4) 切れ目のない保健・医療の提供

①妊娠期から子育て期を通じた切れ目のない保健・医療の提供
②食育の普及啓発

重点施策(6) 障がい児・医療的ケア児等への支援

①障がいの有無にかかわらず安心して共に暮らすことができる地域づくり
②障がいのあるこどもの学びの充実

重点施策(7) 児童虐待防止対策とヤングケアラー等への支援
①こども家庭センターの体制強化及び家庭支援の推進
②ヤングケアラー等への支援

重点施策(8) こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
①こども・若者の自殺対策
②こども・若者が安全にインターネットを利用するための支援
③安全教育の推進
④犯罪被害、事故、災害からこども・若者を守る環境整備
⑤非行防止と自立支援の推進

７



第４章 施策の展開

基本施策２ ライフステージ別の施策
重点施策(1) こどもの誕生前から幼児期までの施策

①出産に関する支援等の更なる強化
②産前産後の支援の充実と体制強化
③妊娠期から幼児期を通じた切れ目のない支援の提供
④乳幼児健診等の推進
⑤挑戦を応援する豊かな「遊びと体験」の保障

（１）－１ 妊娠・出産・幼児期の支援

①地域の身近な場を通じた支援の充実
②幼児教育・保育の質の向上、小学校教育への円滑な接続
③保育士、幼稚園教諭等の人材育成・確保・処遇改善等

（１）－２ 安心できる幼児教育・保育

①こども・若者の視点に立った多様な居場所づくり
②放課後児童対策

（２）－２ 居場所づくり

重点施策(2) 学童期・思春期の施策

①こどもと向き合う時間の確保
②コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進
③こどもの体力の向上のための取組の推進
④学校保健の推進
⑤学校給食の充実

（２）－１ 質の高い教育

①主権者教育の推進
②消費者教育の推進

（２）－３ 成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育

①いじめ防止対策の強化
（２）－４ いじめ防止対策

重点施策(3) 青年期の施策
①就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組
②結婚を希望する方への支援
③悩みや不安を抱える若者に対する相談体制の充実

８

①不登校のこどもへの支援体制の整備・強化
（２）－５ 不登校のこどもへの支援



第４章 施策の展開

基本施策３ 子育て当事者の支援

子育てや教育に関する経済的負担の軽減重点施策(1)

①幼児期から高校生までの教育・保育の経済的負担軽減
②医療費等の負担軽減

重点施策(2) 地域子育て支援、家庭教育支援

①地域のニーズに応じた多様な子育て支援の推進
②一時預かり、ファミリー・サポート・センターに関する取組の推進
③家庭教育支援

重点施策(3) 仕事と子育てが両立できる環境づくり

①仕事と子育てが両立できる環境づくり

重点施策(4) ひとり親家庭への支援

①ひとり親家庭が抱える課題への支援

基本施策４ 社会全体で支える推進体制

多様な声を施策に反映重点施策(1)

①多様な声を施策に反映させる工夫

重点施策(2) こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援

①こども・若者、子育て支援に携わる担い手の確保・育成・専門性の向上

こども・若者、子育てに優しい社会づくりのための意識改革重点施策(3)

①こども・若者、子育てに優しい社会づくりのための意識改革

９



第５章 子ども・子育て支援事業計画

子ども・子育て支援法に基づき、幼児期の学校教育・保育の充実と地域にお
ける子育ての支援を計画的に推進するため、教育・保育、地域子ども・子育て
支援事業の現在の利用状況、将来の利用希望、ニーズや社会情勢の変化などを
踏まえ、「量の見込み」を推計し、受け皿の「確保方策」を具体的に設定した
「厚木市子ども・子育て支援事業計画」を定めています。

年齢 認定区分、施設区分 令和11(2029)年度

３～５歳

１号認定
幼稚園・認定こども園

①量の見込み 1,234人

②確保方策 1,858人

②－① 624人

２号認定
保育所・認定こども園等

①量の見込み 2,379人

②確保方策 2,667人

②－① 288人

１～２歳 ３号認定
保育所・地域型保育事業等

①量の見込み 1,220人

②確保方策 1,236人

②－① 16人

０歳 ３号認定
保育所・地域型保育事業

①量の見込み 212人

②確保方策 388人

②－① 176人

●幼児期の教育・保育の量の見込み数と確保量

（量の見込み＝どれほどの需要か／確保方策＝どれほど供給するか）

●放課後児童クラブの量の見込み数と確保量

年齢（学年） 令和11(2029)年度

６歳～11歳
（小１～６）

①量の見込み 1,689人
②確保方策 2,249人
②－① 560人

《認定区分》
１号認定…満３歳以上の学校教育(幼稚園等)のみのこども(保育の必要なし)
２号認定…満３歳以上の保育の必要性の認定を受けたこども(保育の必要あり)
３号認定…満３歳未満の保育の必要性の認定を受けたこども(保育の必要あり)
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第６章 計画の推進

３計画の進行管理

４関係機関との連携
基本理念の実現に向け、市民団体や子育て支援関係団体を始め、福祉関係団

体や児童相談所、保健所、警察、教育、医療機関、企業などの関係機関と連携
して取り組みます。

（1）厚木市子ども育成推進委員会

２計画の推進体制

（2）厚木市こども計画推進委員会

PLAN（計画）
根拠に基づく政策立案

ACTION（改善）
施策の見直し・更なる成果
向上につながる施策の推進

DO（実行）
成果を重視した施策の推進

CHECK（評価）
施策の評価（成果指標）

本計画の目標年次である令和11（2029）年度の目標を次のとおり設定します。

子ども・子育て支援事業ニーズ調査
「今の自分が好きだ」と思うこどもの
割合

現状値 令和５(2023)年 目標値 令和11(2029)年

77.8％ 80.0％

１数値目標

11

現状値 令和５(2023)年 目標値 令和11(2029)年〃
「社会に役立つことをしたい」と思う
こどもの割合 90.0％87.2％

現状値 令和５(2023)年 目標値 令和11(2029)年〃
自分の将来について明るい希望を持っ
ているこどもの割合 90.0％82.3％

現状値 令和５(2023)年 目標値 令和11(2029)年〃
地域における子育て環境や支援への満
足度の割合 70.0％51.6％

現状値 令和４(2022)年 目標値 令和11(2029)年〃
「社会生活や日常生活を円滑に送ることが
できている」と思うこども・若者の割合 70.0％51.5％＊1

現状値 令和５(2023)年 目標値 令和11(2029)年〃
「こども政策に関して自身の意見が聴いて
もらえていると思うこども・若者の割合 70.0％20.3％＊2

＊1こども家庭庁「こども・若者の意識と生活に関する調査」、＊2同庁「こども政策の推進に関する意識調
査」からそれぞれ現状値を引用



厚木市 

厚木市

こども・若者みらい計画(案)

あ つ ぎ し

け い か く あ んわ か も の

こども用

令和７年１月６日（月）まで

こどもパブリックコメント

応募方法

応募用紙やパソコンから。くわしくは、

９ページをごらんください。

小・中学生のみなさんへ、計画

(案)に対する意見を募集します。
い け ん ぼしゅう

締め切り
し き

お う ぼ ほ う ほ う

小・中学生にかかわるところをピックアップ

よう

しょう・ちゅうがくせい

れいわ ねん がつ にち げつ

よう し

たい



「厚木市
あ つ ぎ し

こども・若者
わかもの

みらい計画
けいかく

」に、 

みなさんの意見
い け ん

が必要
ひつよう

です 

1

みなさんは、「こども基本法
き ほ ん ほ う

」や「こども大綱
たいこう

」って、知
し

っていますか？

「こども基本法」は、すべてのこどもが、のびのびと育
そだ

ち、心
こころ

も体
からだ

も

幸
しあわ

せに生活
せいかつ

できる「こどもまんなか社会
しゃかい

」をつくっていくための法律
ほうりつ

 

です。 

そして、「こどもまんなか社会」をつくるために大事
だ い じ

にすることを 

書
か

いた「こども大綱」がつくられました。 

「こどもまんなか社会」をつくっていくために大事にすること。 

それは、 

・すべてのこどもが命
いのち

を守
まも

られ成長
せいちょう

できること 

・みなさんにとって最
もっと

もよいことを行
おこな

っていくこと 

・みなさんの意見を聞
き

きながら、一緒
いっしょ

に進
すす

めていくこと 

・みなさんが大人
お と な

として自分
じ ぶ ん

らしく生活を送
おく

ることができるようになる

まで、ずっと、しっかり支
ささ

えていくこと 

などです。 

厚木市でも、「こどもまんなか社会」を目指
め ざ

し、こども、そして大人も

幸せに生活できる社会をつくろうとしています。 

そのための計画が、「厚木市こども・若者みらい計画」です。 

厚木市で「こどもまんなか社会」をつくっていくためには、この計画に

ついて、みなさんの気持
き も

ちや考
かんが

えを聞くことが何
なに

よりも大切
たいせつ

です。 

みなさんの意見を聞かせてください。 

 



「厚木市
あ つ ぎ し

こども・若者
わかもの

みらい計画
けいかく

」に向
む

けた 

アンケート結果
け っ か

 

2

厚木市では、「厚木市こども・若者みらい計画」にこどもの意見
い け ん

をいかすために、 

令和
れ い わ

６（2024）年
ねん

９月
がつ

に厚木市立
し り つ

の小学
しょうがく

６年生
ねんせい

と中学
ちゅうがく

２年生にアンケートを 

行
おこな

いました。結果の一部
い ち ぶ

を紹
しょう

介
かい

します。 

これらの結果は、「厚木市こども・若者みらい計画」に 

いかします。⇒４～７ページへ 

 

Q1.「こどもまんなか社会
しゃかい

」のイメージは？ 

 1位
い

 こどもの気持
き も

ちや 考
かんが

えを聞
き

いてくれる社会  【23.2%】 

 2 位 こどものやりたいことを応援
おうえん

してくれる社会  【19.7%】 

 3 位 こどもを一番
いちばん

に 考
かんが

えてくれる社会   【17.9%】 

Q2.「こどもまんなか社会」をつくるために必要
ひつよう

だと思
おも

うのは？ 

 1 位 こどもの気持ちを聞いてくれる人
ひと

・場所
ば し ょ

  【23.4%】 

 2 位 こどもがいつでも自由
じ ゆ う

に過
す

ごせる居場所
い ば し ょ

  【18.0%】 

 3 位 好
す

きなことをする時間
じ か ん

     【16.7%】 

Q3.「幸
しあわ

せ」だと感
かん

じるときは？ 

 1 位 好きなことをしているとき    【22.2%】  

 2 位 友
とも

だちと遊
あそ

んでいるとき    【18.6%】 

 3 位 家族
か ぞ く

と一緒
いっしょ

にいるとき     【13.6%】 

Q4.自分
じ ぶ ん

の考えや気持ちを市
し

役所
やくしょ

に伝
つた

えやすい方法
ほうほう

は？ 

 1 位 GIGA スクール端末
たんまつ

などで回答
かいとう

するウェブアンケート  【33.3%】 

 2 位 こども用
よう

の意見箱
ばこ

の設置
せ っ ち

    【18.2%】 

 3 位 こども同士
ど う し

で話
はな

し合
あ

って、意見を出
だ

せるイベント 【15.2%】 
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「厚木市
あ つ ぎ し

こども・若者
わかもの

みらい計画
けいかく

」では 

こんなまちを目
め

指
ざ

します 

こどもまんなか社会とは、こども・若者が自分
じ ぶ ん

らしく幸
しあわ

せに 

暮
く

らせる社会のことです。こども・若者一人一人
ひ と り ひ と り

が自分らしく 

幸せに暮らすということは、こども・若者が大事
だ い じ

にされ、 

のびのびと成長
せいちょう

しながら、安心
あんしん

して生
せい

活
かつ

を送
おく

ることです。 

こども・若者の気持
き も

ちや考
かんが

えをよく聞
き

いて、こども・若者の 

ためにできることを、大人
お と な

たちが協 力
きょうりょく

して行
おこな

います。 

 こども・若者も大人も、みんながずっと幸せに暮らせるまちを 

目指
め ざ

します。 

 

この計画の、「こども・若者」とは、赤
あか

ちゃんから、一人の大人として 

自分らしく生活を送ることができるようになるまでの人
ひと

のことです。 

 

こどもまんなか社会
しゃかい

の実現
じつげん

 

  

こども・若者とは？ 

（やさしい説明
せつめい

） 



小
しょう

・中学生
ちゅうがくせい

に関係
かんけい

のある取組
とりくみ
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１ こどもの声
こえ

 

小・中学生の「こどもまんなか社会
しゃかい

」のイメージについて、一番
いちばん

多
おお

かった意見
い け ん

は、「こどもの気持
き も

ちや 考
かんが

えを聞
き

いてくれる社会」でした。 

こどもの気持ちや考えを大事
だ い じ

にしながら、すべてのこどもたちが、自分
じ ぶ ん

らし

く生
い

きられるようにサポートします。 

 

２ 体験
たいけん

の場
ば

 

さまざまな体験をすることは、自分の人生
じんせい

を生きていく 力
ちから

を身
み

に付
つ

けるこ

とにつながります。自然
し ぜ ん

、環 境
かんきょう

、文化
ぶ ん か

などさまざまな体験ができる機会
き か い

や場

をつくります。 

 このようなことに取
と

り組
く

みます。 

・国内
こくない

友好
ゆうこう

都市
と し

訪問
ほうもん

による自然体験学 習
がくしゅう

 

・七沢
ななさわ

自然
し ぜ ん

ふれあいセンターやあつぎこどもの森
もり

公園
こうえん

での活動
かつどう

 

・厚木
あ つ ぎ

の歴史
れ き し

や文化
ぶ ん か

に触
ふ

れる体験
たいけん

 など 

 

３ 活躍
かつやく

できる機会
き か い

  

  外国語
がいこくご

や広
ひろ

い世界
せ か い

に触
ふ

れることは、未来
み ら い

にはたくさんの出来事
で き ご と

が待
ま

ってい

ることを感
かん

じさせてくれます。こどもたちが夢
ゆめ

や希望
き ぼ う

を持
も

って、それぞれの

可能性
かのうせい

をひろげていけるようにサポートします。 

 このようなことに取り組みます。 

・海外
かいがい

友好都市との交 流
こうりゅう

や英語
え い ご

教 育
きょういく

 

  ・外国につながりのあるこどもの日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

 など 



小
しょう

・中学生
ちゅうがくせい

に関係
かんけい

のある取組
とりくみ
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４ 健
すこ

やかな成 長
せいちょう

 

  健やかな成長のために、「朝
あさ

昼
ひる

晩
ばん

３ 食
しょく

食
た

べる」、「早寝
は や ね

早
はや

起
お

き」など基本的
きほんてき

な

生活
せいかつ

習 慣
しゅうかん

を身
み

に付
つ

けることが大切
たいせつ

です。 

  また、 急
きゅう

な病気
びょうき

やケガに対応
たいおう

できる医療
いりょう

の体制
たいせい

も 整
ととの

えます。 

 このようなことに取
と

り組
く

みます。 

  ・食事
しょくじ

の大切
たいせつ

さを伝
つた

える教 育
きょういく

 

  ・睡眠
すいみん

の大切
たいせつ

さを伝
つた

える教 育
きょういく

 

  ・市立
し り つ

病 院
びょういん

における小児
しょうに

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

への対応
たいおう

 など 

 

５ 相談
そうだん

体制 

こどもたちの悩
なや

みや心配
しんぱい

ごとを、安心
あんしん

して相談できる相談先
さき

として、学校
がっこう

は

もちろん、厚木市
あ つ ぎ し

役所
やくしょ

の青少年
せいしょうねん

教 育
きょういく

相談
そうだん

センターやこども家庭
か て い

センター、 

市民
し み ん

相談窓口
まどぐち

、こども関係
かんけい

の窓口などいろいろな人
ひと

が、こどもたちの気持
き も

ちに

寄
よ

り添
そ

います。 

また、いじめは、心
こころ

と 体
からだ

を傷
きず

つけることで、やってはいけないことです。

いじめがおきないように、まわりの大人
お と な

が 協 力
きょうりょく

して取り組みます。 

 このようなことに取り組みます。 

・こども家庭センターによる、こどもと家庭のサポート 

  ・いろいろな専門家
せんもんか

による相談と改善
かいぜん

のためのサポート など 

 



小
しょう

・中学生
ちゅうがくせい

に関係
かんけい

のある取組
とりくみ
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６ 小学校
しょうがっこう

・中学校
ちゅうがっこう

 

  学校では、こども一人一人
ひ と り ひ と り

の可能性
かのうせい

を伸
の

ばすために、先生
せんせい

とはなしができる

時間
じ か ん

を確保
か く ほ

したり、地域
ち い き

の大人
お と な

と先生が協 力
きょうりょく

して、こどもたちの学
まな

びや遊
あそ

び

を手伝
て つ だ

ったり、いろいろな取組
とりくみ

を実施
じ っ し

します。 

また、不登校
ふとうこう

はだれにでもおこるかもしれないものです。学校に行
い

けないと

きも、きちんと学習
がくしゅう

ができるようにサポートします。 

 このようなことに取
と

り組
く

みます。 

  ・スポーツを楽
たの

しみながら取り組む体 力
たいりょく

向上
こうじょう

 

・健康
けんこう

診断
しんだん

による成長
せいちょう

の様子
よ う す

の見守
み ま も

り 

・栄養
えいよう

を考
かんが

えた、おいしい 給 食
きゅうしょく

の提供
ていきょう

 

・学校図書館
としょかん

の充実
じゅうじつ

 

  ・障
しょう

がいのあるなしにかかわらず、ともに学ぶためのサポート 

・教室
きょうしつ

に入
はい

りづらいときに、自分
じ ぶ ん

のペースで学
まな

ぶための環境
かんきょう

づくり など

 

 

 

 

 



小
しょう

・中学生
ちゅうがくせい

に関係
かんけい

のある取組
とりくみ
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７ 居場所
い ば し ょ

 

  食事
しょくじ

を食
た

べさせてもらえる場所
ば し ょ

、勉 強
べんきょう

を教
おし

えてもらえる場所など、目的
もくてき

があ

って行
い

く居場所、気軽
き が る

に行って好
す

きなことをする居場所、静
しず

かに過
す

ごせる居場

所など、こどもたちがほしいと思
おも

う、いろいろな居場所をつくっていきます。   

こどもたちの居場所になっている児
じ

童館
どうかん

、公民館
こうみんかん

、図書館
としょかん

といった施設
し せ つ

や

公園
こうえん

など屋外
おくがい

の環境
かんきょう

も充実
じゅうじつ

させていきます。 

 このようなことに取
と

り組
く

みます。 

・市内
し な い

に 38館
かん

ある児童館の活用
かつよう

 

・図書館
としょかん

や（仮称
かしょう

）未来館
みらいかん

の充実
じゅうじつ

 

・こども食堂
しょくどう

のサポート 

・安心
あんしん

できる放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ など 

 

８ こどもを守
まも

る 

犯罪
はんざい

被害
ひ が い

、事故
じ こ

、災害
さいがい

などからこどもたちを守る体
たい

制
せい

を 整
ととの

えます。インター

ネットの使
つか

い方
かた

や交通
こうつう

安全
あんぜん

教育
きょういく

など、いろいろな方法
ほうほう

でこどもたちを守りま

す。 

また、選挙
せんきょ

の目的
もくてき

や制度
せ い ど

、自分
じ ぶ ん

で大
おお

きな買
か

い物
もの

をするときの約束
やくそく

や料 金
りょうきん

のこ

となど、大人
お と な

になるまでに大切
たいせつ

な学
まな

びを進
すす

めます。 

 このようなことに取り組みます。 

  ・通学
つうがく

路
ろ

の安全確保
か く ほ

 

  ・非行
ひ こ う

防止
ぼ う し

のための活動
かつどう

 など 
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「厚木市
あ つ ぎ し

こども・若者
わかもの

みらい計画
けいかく

」の進
すす

め方
かた

 

１．計画期間
き か ん

 

令和
れ い わ

７（2025）年度
ね ん ど

から令和 11（2029）年度までです。 

２．体制
たいせい

 

厚木市に住
す

んでいる人
ひと

や、厚木市にある会社
かいしゃ

の人など関係
かんけい

する人たちと協 力
きょうりょく

して、

毎年
まいとし

、計画が 順 調
じゅんちょう

に進んでいるかチェックしながら計画を進めます。 

３．計画の進み具合
ぐ あ い

のチェック 

 

PLAN（計画）
計画を立てます

ACTION（改善）
やり方や目標を変えたほう

がいいものは直してから

また進めます

DO（実行）
計画を細かく分けて１つ

ずつ進めます

CHECK（評価）
細かく分けた計画がきち

んと進んでいるかチェッ

クします

かいぜん

このほかにも、小 学 生
しょうがくせい

になる前
まえ

のこども、高校生
こうこうせい

以上
いじょう

の人
ひと

、子
こ

育
そだ

てをして

いる人へのサポートがあります。 

もっと知
し

りたい人は、「厚木市こども・若者みらい計画」を見
み

てください。 
 

じっこう

ひょうか

た

こま わ
かた もくひょう か

なお
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厚木市こども・若者みらい計画 

 

（ 案 ） 
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第１章 計画策定の概要 

１ 計画策定の趣旨 

 急速な少子化や女性の就業率の高まりなど、子育て環境の変化に対応するた

め、本市では、こどもの健やかな成長と保護者が子育てに喜びを感じられるま

ちづくりを目指し、平成 24（2012）年 12 月に「厚木市子ども育成条例」を制

定しました。  

また、条例の目的を実現するための計画「あつぎ子ども未来プラン」を策定

し、多様な施策を展開しながら地域全体でこどもと子育て家庭を支える取組を

進めてきました。 

 こうした中、国において令和４（2022）年６月に「こども基本法」が制定さ

れ、次代を担う全てのこども・若者が、将来にわたって幸福な生活を送ること

ができる社会の実現に向け、こども・若者に関する取組や施策を社会の真ん中

に据えて強力に進める方針（こどもまんなか社会の実現）が示されました。令

和５（2023）年 12 月には、同法に基づく施策の基本的な内容等を定めた「こど

も大綱」が策定されています。 

「こども基本法」では、市町村において、「こども大綱」や都道府県のこども

計画を勘案しながら、こども・若者に関連する計画等を一体のものとして新た

なこども計画を策定し、多様な施策を総合的に推進することとされています。 

本市では、令和２（2020）年３月に策定した「あつぎ子ども未来プラン(第３

期)」の計画期間が令和６(2024)年度をもって満了することから、同プランで推

進してきた施策を継承しつつ、「こども基本法」が目指す「こどもまんなか社会

の実現」を基本理念に掲げた新たな計画として「（仮称）厚木市こども・若者み

らい計画」を策定しました。 

なお、本計画における「こども・若者」とは、「こども基本法」の理念に従い、

「大人として円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程に

ある者」（生まれる前から 20 代、30 代を中心とする若い世代）を示しています。 
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２ 計画の位置付け  

本計画は、こども基本法第 10 条第２項に基づく市町村こども計画として、

「こども大綱」と神奈川県のこども計画を勘案するとともに、本市の子ども育

成条例第６条に定める基本計画として、上位計画である厚木市総合計画及び教

育・福祉・保健等の関連計画との整合を図り策定しました。  

なお、こども・若者関連計画等を包含しています。 

 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
               

  

包含するこども・若者関連計画等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚木市こども・若者みらい計画 

次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画 

少
子
化
社
会
対
策
に
係
る
事
項 

こども大綱（国） 

こども計画（神奈川県） 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 

こ
ど
も
の
貧
困
解
消
対
策
計
画 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
計
画 

勘 案 

 

・厚木市教育振興基本計画 

・厚木市地域福祉計画 

・厚木市障がい者福祉計画 

・健康食育あつぎプラン 

・厚木市男女共同参画計画 

・厚木市自殺対策計画 

・厚木市都市計画マスター

プラン 

・厚木市まち・ひと・しごと 

創生人口ビジョン・総合戦略 

 など 

関連する市の計画 

整
合
・
連
携 

成
育
医
療
等
に
関
す
る
計
画 

 

こ ど も 基 本 法 

勘 案 

勘 

案 

＜上位計画＞ 
 

厚木市総合計画 

整
合
・
連
携 

※「子ども・子育て支援事業計画」については、
市町村が５年を１期として定めるものとされ、第
５章に掲載しています。 
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包含するこども・若者関連計画等の根拠法  

 

３ 計画期間 

本計画は、令和７（2025）年度から令和 11（2029）年度までの５年間を計画

期間とします。 

なお、計画期間において、社会情勢等の変化や国・県の動向、本市のこども・

若者を取り巻く状況や市民ニーズ等の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを行

います。  

 

計画等名 根拠法 

子ども・子育て支援事業計画（第５章） 子ども・子育て支援法第 61 条 

次世代育成支援行動計画 次世代育成支援対策推進法第８条 

こどもの貧困解消対策計画 
こどもの貧困の解消に向けた対策の

推進に関する法律第 10 条第２項 

子ども・若者育成支援計画 
子ども・若者育成支援推進法第９条第

２項 

少子化社会対策に係る事項 少子化社会対策基本法第４条 

成育医療等に関する計画 

成育過程にある者及びその保護者並

びに妊産婦に対し必要な成育医療等

を切れ目なく提供するための施策の

総合的な推進に関する法律第５条 

年度 
令和７ 

(2025) 

令和８ 

（2026） 

令和９ 

(2027) 

令和 10 

(2028) 

令和 11 

(2029) 

      

      

      

      

厚木市こども・若者みらい計画  

第 10 次厚木市総合計画 第 11 次厚木市総合計画 

 

あつぎ子ども未来 

プラン(第３期) 

（仮称）かながわ子ども・若者みらい計画  

こども大綱 （令和５（2023）年制定） おおむね５年後を目途に見直し   

令 和 ８ (2026) ～ 17(2035) 年

令和７(2025) 
～11(2029)年度 

令和７(2025) 
～11(2029)年度 
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第２章 こども・若者・子育ての状況  

１ 人口と世帯  

（１）総人口と年少人口  

 本市の総人口 223,940 人（令和６(2024)年１月１日現在）のうち、15 歳未満

の年少人口は 24,765 人であり、11.1％の構成比となっています。年少人口は減

少傾向にあり、総人口に占める割合も低下しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住民基本台帳（各年１月１日現在） 

 

（２）０歳人口 

本市の０歳人口（各年１月１日現在）は、令和元(2019)年の 1,477 人に対し

て、令和６(2024)年は 1,249 人であり、228 人の減少となっています。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

住民基本台帳（各年１月１日現在） 

225,089 224,378 223,710 223,451 223,836 223,940

27,817 27,251 26,707 26,024 25,407 24,765

12.4% 12.1% 11.9% 11.6% 11.4% 11.1%

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
総人口 年少人口 年少人口割合

（人）

1,477 
1,367 1,384 

1,287 1,257 1,249 

0

500

1,000

1,500

2,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）
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（３）ひとり親世帯 

 本市の母子世帯数、母子世帯人員は、平成 22(2010)年までは増加傾向にあり

ましたが、平成 27(2015)年以降は減少傾向に転じ、令和２(2020)年には 1,195 世

帯、3,077 人となっています。父子世帯数、父子世帯人員は、平成 27（2015）年

以降減少傾向にあり、令和２(2020)年には 159 世帯、393 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査 

※母子世帯／父子世帯とは、未婚、死別又は離別の女親／男親と、その 20 歳未満の未婚

のこどものみからなる一般世帯（他の構成員がいないもの）をいいます。 

 

（４）外国人人口 

本市の外国人人口は、令和元(2019)年の 7,373 人に対して、令和６(2024)年

は 9,369 人と 1,996 人増加しており、総人口に占める割合は 4.2％となってい

ます。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住民基本台帳（各年１月１日現在）  

7,373 7,743 7,700 7,656
8,545

9,369

3.3% 3.5% 3.4% 3.4%
3.8%

4.2%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

外国人人口 総人口に占める割合

（人）

750 969
1,250 1,377 1,360 1,195

181 167 191 199 185 159

1,955

2,533

3,348

3,737
3,590

3,077

468 437 504 508 465 393

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

母子世帯数 父子世帯数 母子世帯人員 父子世帯人員

（人・世帯）
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２ 出生・就業・婚姻の状況 

（１）合計特殊出生率  

 本市の合計特殊出生率は近年やや低下傾向にあり、令和３(2021)年には 1.16

となっています。全国の水準より低く、神奈川県の水準とほぼ同等で推移して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県衛生統計年報／人口動態統計 

※合計特殊出生率とは、15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女

性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときのこどもの数に相当する比率のことです。 

※国と県、本市では算出方法が若干異なるため、参考比較になります。 

 

（２）女性の年齢別就業率（25～44 歳） 

本市の 25～44 歳の女性の年齢別就業率を見ると、全ての年代で上昇傾向に

あり、25～44 歳全体では平成 27(2015)年の 68.3％に対して、令和２(2020)年

は 72.8％となっています。 

 

年齢 

厚木市 神奈川県 全国 

平成 27 

(2015)年 

令和２ 

(2020)年 

平成 27 

(2015)年 

令和２

(2020)年 

平成 27 

(2015)年 

令和２ 

(2020)年 

25～29 歳 74.7％ 78.0％ 78.1％ 83.2％ 77.1％ 82.5％ 

30～34 歳 64.9％ 70.7％ 67.8％ 74.2％ 70.3％ 75.9％ 

35～39 歳 64.6％ 69.5％ 64.4％ 71.0％ 70.1％ 75.4％ 

40～44 歳 70.0％ 73.2％ 67.9％ 73.8％ 73.5％ 78.4％ 

25～44 歳 68.3％ 72.8％ 68.9％ 75.2％ 72.6％ 77.9％ 

国勢調査  
 

1.42
1.45 1.44 1.43 1.42

1.36
1.33

1.30

1.29

1.33

1.31 1.29
1.28

1.23
1.20 1.19

1.29
1.32

1.33
1.31

1.25

1.19 1.20
1.16

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

全国

神奈川県

厚木市



7 

（３）婚姻数、婚姻率 

 本市の婚姻数は、年によって変動はありますが、近年やや減少傾向にあり、

令和３(2021)年には 813 件となっています。婚姻率（人口千人対）も低下傾向

にあり、令和３(2021)年には 3.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県衛生統計年報 

３ 保育環境・教育環境 

（１）保育所・地域型保育事業所の入所児童数・保育所等 

利用待機児童数 

 本市の保育所及び地域型保育事業所の入所児童数は、おおむね増加傾向にあ

り、令和６(2024)年度には合計 3,116 人となっています。０～５歳人口に対す

る入所率も上昇傾向にあり、令和６(2024)年度には 37.5％となっています。 

一方、本市の保育所等利用待機児童数は施設整備等により減少し、令和３

(2021)年度以降は０人となっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚木市保育課資料（各年５月１日現在） 
 

1,098 1,103 1,027 1,084 
994 996 

836 813 4.9 4.9
4.6 4.8

4.4 4.4

3.7 3.6

0

1

2

3

4

5

6

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

婚姻数 婚姻率（人口千人対）

（件） （人口千人対）

2,471 2,475 2,501 2,523 2,536 2,554

399 369 356 351 342 318179 210
221 224 242 244

3,049 3,054
3,078 3,098 3,120 3,116

30.6% 31.8%
33.4% 35.1% 36.4% 37.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

保育所入所児童数（私立） 保育所入所児童数（公立）
地域型保育入所児童数（私立）
入所率

（人）



8 

（２）幼稚園・認定こども園の在園児数 

本市の幼稚園・認定こども園の在園児数は、やや減少傾向にあり、令和６

(2024)年度には 2,519 人となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚木市こども育成課資料（各年５月１日現在） 

※入園率：市内３～５歳児の人口を市民の在園児数で割ったもの。市外への通園を含む。 

 

 

（３）放課後児童クラブの入所児童数 

本市の市立放課後児童クラブの入所児童数は、年度によって変動はあるもの

のおおむね増加傾向にあり、令和６(2024)年度には 1,319 人となっています。

６～11 歳人口に対する入所率も同様に上昇傾向にあり、令和６(2024)年度には

12.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚木市こども育成課資料（各年５月１日現在） 

3,240 3,176 3,045
2,839

2,663 2,519

61.5% 61.9% 61.7% 60.3% 58.5% 56.9%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

園児数（私立） 入園率

（人）

1,262 1,226 1,167 1,206 1,260 1,319

10.8% 10.8% 10.4% 11.0% 11.9% 12.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

入所児童数 入所率

（人）
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４ 子育て支援のニーズ・こどもの生活実態等の把握 

（１）厚木市子ども・子育て支援事業ニーズ調査 

ア 未就学児・就学児調査  

(ア)現在の暮らしの状況（人・お金・時間など）   

 未就学児保護者、就学児保護者ともに、「大変苦しい」と「やや苦しい」を

合わせると、半数以上が「苦しい」と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)暮らしの状況が苦しい理由 

  (ア)の回答で「大変苦しい」「やや苦しい」と答えた方に理由を聞いたとこ

ろ、「家計のやりくり」が最も多く、次いで「育児・介護による時間の不足」、

「家族・知人による援助の不足」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦しい（計） ゆとりがある（計）

大変苦しい やや苦しい 普通
やや

ゆとりがある
大変

ゆとりがある
無回答

ｎ （％） （計） （計）

苦
し
い

ゆ
と
り
が
あ
る

44.5  8.9 

51.0  7.6 9.6 

8.3

41.4 

36.2

41.2 

45.8

6.8 

8.1

0.8 

0.8

0.1 

0.7

令和５年度 (862)

平成30年度(1,597)

16.3 

10.8

39.4 

35.6

37.6 

45.0

5.9 

7.2

0.5 

0.5

0.2 

0.8

令和５年度(832)

平成30年度(842)

55.7  6.4 

46.4  7.7 

未就学児保護者 

就学児保護者 

未就学児保護者 

就学児保護者 

（％）  

家族・知人による援助の不足

その他

無回答

育児・介護による時間の不足

家計のやりくり
80.0

44.5

21.6

8.2

1.1

78.9

40.6

23.8

8.9

0.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

家計のやりくり

その他

無回答

育児・介護による時間の不足

家族・知人による援助の不足

81.9

35.8

18.3

10.3

2.6

81.1

28.4

18.4

9.7

0.5

　　　令和５年度（ｎ＝　440）

　　　平成30年度（ｎ＝　711）

　　　令和５年度（ｎ＝　464）

　　　平成30年度（ｎ＝　391）

ｎ 
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(ウ)子育てに関しての相談先 

子育てに関して気軽に相談できる相手・場所が「いる／ある」は８割を超え

ていますが、平成 30(2018)年度調査と比較すると減少しています。 

また、相談先では、「祖父母等の親族」、「友人や知人」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

未就学児保護者 

就学児保護者 

祖父母等の親族

友人や知人

保育士

幼稚園教諭

子育て支援施設（地域子育て

支援拠点、児童館等）・ＮＰＯ

かかりつけの医師

近所の人

保健所・保健センター

自治体の子育て関連担当窓口

民生委員・児童委員

その他

無回答

81.3

66.6

26.8

18.1

16.9

14.5

9.0

7.7

3.1

0.0

5.0

0.1

79.3

72.8

21.8

18.1

14.1

11.6

15.7

6.4

1.7

0.5

3.1

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

令和５年度(ｎ＝ 764)

平成30年度(ｎ＝1,494)

（％）

友人や知人

祖父母等の親族

小学校教諭

近所の人

かかりつけの医師

保育士

子育て支援施設（地域子育て

支援拠点、児童館等）・ＮＰＯ

保健所・保健センター

自治体の子育て関連担当窓口

民生委員・児童委員

その他

76.8

67.6

23.2

14.1

10.1

5.6

4.6

2.3

1.7

0.7

7.5

77.4

73.8

27.1

16.3

12.3

1.9

3.4

1.2

0.8

0.8

6.0

令和５年度(ｎ＝695)

平成30年度(ｎ＝730)
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(エ)母親・父親の就労状況 

未就学児の母親の就労状況を見ると、「以前は就労していたが、現在は就労

していない」が 30.7％で最も多く、次いで「フルタイムで就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない」が 25.9％、「パート・アルバイト等で就労し

ており、産休・育休・介護休業中ではない」が 21.9％となっています。平成

30(2018)年度調査と比較すると、「フルタイムで就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない」は 4.3 ポイント、「フルタイムで就労しているが、産

休・育休・介護休業中である」は 5.7 ポイント増加し、「以前は就労していた

が、現在は就労していない」は 8.3 ポイント減少しています。 

就学児の母親の就労状況を見ると、「パート・アルバイト等で就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない」が 41.2％で最も多く、次いで「フルタイムで

就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 34.1％、「以前は就労し

ていたが、現在は就労していない」が 19.5％となっています。平成 30(2018)

年度調査と比較すると、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業

中ではない」は 4.3 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フルタイム
（１週５日程度・
１日８時間程度
の就労）で就労
しており、産休・
育休・介護休業

中ではない

フルタイム
（１週５日程度・
１日８時間程度
の就労）で就労
しているが、産
休・育休・介護
休業中である

パート・アル
バイト等（「フル
タイム」以外の
就労）で就労し
ており、産休・

育休・介護休業
中ではない

パート・アル
バイト等（「フル
タイム」以外の
就労）で就労し
ているが、産

休・育休・介護
休業中である

以前は
就労して
いたが、
現在は

就労して
いない

これまで
就労した
ことが
ない

無回答

ｎ （％）

令和５年度 ( 858)

平成30年度 (1,595)

母 親

21.6

25.9

11.0

16.7

21.6

21.9

2.0

2.7

39.0

30.7

3.3

0.9

1.5

1.3

令和５年度 ( 814)

平成30年度 (1,515)

父 親

93.9

93.0

0.5

2.6

0.3

0.5

0.0

0.2

0.9

0.7

0.1

0.0

4.4

2.9

未就学児保護者 

就学児保護者 ｎ （％）

令和５年度 (817)

平成30年度 (831)

母 親

29.8

34.1

0.8

1.2

42.6

41.2

0.5

0.7

21.8

19.5

3.2

2.0

1.2

1.2

令和５年度 (726)

平成30年度 (755)

父 親

90.5

92.3

0.3

0.6

1.3

0.7

0.0

0.0

1.5

1.0

0.0

0.4

6.5

5.1
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(オ)育児休業の取得状況  

未就学児調査において、母親については、「取得した（取得中である）」が

52.1％、「取得していない」が 9.4％となっています。「働いていなかった」は

37.6％でした。平成 30(2018)年度調査と比較すると、「取得した（取得中であ

る）」は 13.6 ポイント増加し、「働いていなかった」は 11.4 ポイント減少して

います。 

父親については、「取得した（取得中である）」が 20.6％、「取得していな

い」が 72.5％となっています。「働いていなかった」は 1.0％でした。平成

30(2018)年度調査と比較すると、「取得した（取得中である）」は 15.3 ポイン

ト増加し、「取得していない」は 12.7 ポイント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

働いていなかった
取得した

（取得中である）
取得していない 無回答

ｎ （％）

令和５年度 ( 862)

平成30年度 (1,599)

令和５年度 ( 862)

平成30年度 (1,599)

母 親

父 親

0.8

1.0

49.0

37.6

5.3

20.6

38.5

52.1

85.2

72.5

11.0

9.4

8.7

5.8

1.5

0.9

未就学児保護者 
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(カ)平日の教育・保育事業の今後の利用意向  

現在の利用の有無にかかわらず、「幼稚園」が 51.5％で最も多く、次いで

「認可保育所」が 50.3％、「認定こども園」が 39.3％、「幼稚園の預かり保

育」が 33.5％となっています。平成 30(2018)年度調査と比較すると、「小規模

な保育施設」は 7.4 ポイント、「居宅訪問型保育」は 5.2 ポイント増加し、「幼

稚園」は 8.5 ポイント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

幼稚園

認可保育所

認定こども園

幼稚園の預かり保育

小規模な保育施設

ファミリー・サポート・センター

居宅訪問型保育

事業所内保育施設

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

その他

無回答

51.5

50.3

39.3

33.5

13.8

11.3

9.4

7.7

4.1

2.4

1.5

1.7

60.0

45.6

39.4

36.3

6.4

7.7

4.2

6.3

1.4

1.0

1.8

1.2

0 10 20 30 40 50 60

令和５年度(ｎ＝  862)

平成30年度(ｎ＝1,599)

（％）未就学児保護者 
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(キ)市の子育て支援事業で役に立った満足度の高い事業 

「紙おむつ等の支給」が 77.4％で最も多く、次いで「子ども医療費助成」が

68.3％、「幼稚園、認定こども園、保育所」が 54.8％、「子育て支援センター

もみじの手」が 44.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ｎ＝862)

紙おむつ等の支給

子ども医療費助成

幼稚園、認定こども園、保育所

子育て支援センター「もみじの手」

子育てパスポートＡＹＵＣＯ

児童館おひさまタイム

療育相談センター「まめの木」

託児室わたぐも（一時預かり）

子育てガイド「おおきくなぁ～れ」

ほっと　れもんてぃ

移動子育てサロン

赤ちゃんの駅「ベビリア」

小規模保育、家庭的保育

ファミリー・サポート・センター

幼稚園送迎ステーション

ほっとタイムサポーター

病児・病後児保育

その他

無回答

77.4

68.3

54.8

44.7

24.0

19.8

14.4

12.9

9.2

8.4

8.0

7.9

7.1

6.0

3.8

3.1

2.6

1.5

2.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）未就学児保護者 
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(ク)就学児保護者が希望するこどもの放課後の過ごし方 

「習い事（学習塾、ピアノ教室、スイミングスクール、サッカークラブな

ど）」が 67.1％で最も多く、次いで「自宅」が 56.9％、「児童館」が 19.6％、

「放課後児童クラブ（市運営）」が 16.7％となっています。平成 30(2018)年度

調査と比較すると、「放課後児童クラブ（市運営）」は 5.4 ポイント、「習い

事」は 4.6 ポイント増加し、「自宅」は 16.4 ポイント、「祖父母宅や友人・知

人宅」は 6.1 ポイント減少しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、令和５（2023）年度調査の結果では、現状の放課後の過ごし方は、

「自宅」が 66.7％で最も多く、次いで「習い事」が 59.0％、放課後児童クラ

ブ（市運営）が 17.5％、児童館が 15.1％となっています。 

現状と比較した希望については、「習い事」が 8.1 ポイント、「児童館」が

4.5 ポイント多くなっており、「自宅」が 9.8 ポイント、「放課後児童クラブ

（市運営）」が 0.8 ポイント少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

習い事（学習塾、ピアノ教室、スイミング
スクール、サッカークラブなど）

自宅

児童館

放課後児童クラブ（市運営）

民間児童クラブ（民間運営）

祖父母宅や友人・知人宅

ファミリー・サポート・センター

その他（図書館・公園など）

無回答

67.1

56.9

19.6

16.7

10.9

9.9

0.6

32.0

6.0

62.5

73.3

18.1

11.3

7.6

16.0

0.8

30.5

3.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

令和５年度(ｎ＝832)

平成30年度(ｎ＝842)

（％）
就学児保護者 
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イ 小学５年生・中学２年生調査 

(ア)食事の頻度 

 全体では、いずれの食事についても「毎日食べる」が最も多く、朝食では

82.3％、夕食では 95.3％、夏休みや冬休み期間中の昼食では 87.7％となってい

ます。毎日食べないという回答は、朝食では 15.1％、夕食では 2.1％、夏休み

や冬休み期間中の昼食では 9.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)ふだんの就寝時間 

ふだん（月曜日～金曜日）、ほぼ同じ時間に寝ているかについては、全体では

「そうである」（28.2％）と「どちらかといえばそうである」（44.9％）を合わ

せた「そうである（計）」は 73.1％、「どちらかといえばそうではない」（15.5％）

と「そうではない」（8.4％）を合わせた「そうではない（計）」は 23.9％となっ

ています。 

 

 

  

毎日食べる 週５～６日 週３～４日 週２日以下 無回答

n （％）

全  体 (787)

小学５年生 (422)

中学２年生 (365)

全  体 (787)

小学５年生 (422)

中学２年生 (365)

全  体 (787)

小学５年生 (422)

中学２年生 (365)

Ｃ

Ｂ

Ａ

夏休みや
冬休み期間
中の昼食

夕食

朝食

84.1

90.8

87.7

95.3

95.3

95.3

77.3

86.7

82.3

9.6

4.5

6.9

1.4

1.4

1.4

10.4

5.7

7.9

3.3

1.2

2.2

0.8

0.0

0.4

4.9

3.1

3.9

0.8

0.5

0.6

0.3

0.2

0.3

5.2

1.7

3.3

2.2

3.1

2.7

2.2

3.1

2.7

2.2

2.8

2.5

そうである（計） そうではない（計）

そうである
どちらかといえば

そうである
どちらかといえば

そうではない
そうではない 無回答

ｎ （％） （計） （計）

全   体 (787) 73.1 23.9

小学５年生 (422) 72.5 24.2

中学２年生 (365) 73.7 23.6

そ
う
で
あ
る

そ
う
で
は
な
い

24.7

31.3

28.2

49.0

41.2

44.9

15.1

15.9

15.5

8.5

8.3

8.4

2.7

3.3

3.0
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(ウ)困っていることや悩みごとがあるときの相談相手 

全体では、「親」が 73.1％で最も多く、次いで「学校の友達」が 67.0％、

「学校の先生」が 36.2％、「きょうだい」が 22.2％となっています。小学５年

生では「親」が 77.5％、中学２年生では「学校の友達」が 71.2％と最も多く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

親

学校の友達

学校の先生

きょうだい

祖父母など

学校外の友達

その他の大人（学童保育の人、
塾・習い事の先生、地域の人など）

スクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカーなど

ネットで知り合った人

だれにも相談できない、
相談したくない

無回答

73.1

67.0

36.2

22.2

16.8

16.6

8.6

6.4

4.6

4.4

4.2

77.5

63.3

41.7

23.0

18.2

14.9

6.6

5.5

2.1

4.3

4.3

67.9

71.2

29.9

21.4

15.1

18.6

11.0

7.4

7.4

4.7

4.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全　体    (ｎ＝787)

小学５年生(ｎ＝422)

中学２年生(ｎ＝365)

（％）
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(エ)施設等の利用状況・利用意向 

「利用したことがある」という回答は、全体では「（自分や友人の家以外で）

平日の夜や休日を過ごすことができる場所（学童保育や公民館、児童館など）」

が 56.4％と最も多く、次いで「（自分や友人の家以外で）夕ごはんを無料か安

く食べることができる場所（こども食堂など）」が 5.7％となっています。 

「あれば利用したい」という回答は、全体では「勉強を無料でみてくれる場

所」が 40.7％と最も多く、次いで「（自分や友人の家以外で）夕ごはんを無料か

安く食べることができる場所（こども食堂など）」が 30.1％となっています。 

「利用したくない」という回答は、全体では「（家や学校以外で）何でも相談

できる場所（電話やネットの相談を含む）」が 33.5％と最も多く、次いで「勉強

を無料でみてくれる場所」が 27.7％となっています。 

  

利用した

ことがある

あれば

利用したい
利用したくない 分からない 無回答

（％）

全  体 (787)

小学５年生 (422)

中学２年生 (365)

全  体 (787)

小学５年生 (422)

中学２年生 (365)

全  体 (787)

小学５年生 (422)

中学２年生 (365)

全  体 (787)

小学５年生 (422)

中学２年生 (365)

Ｄ

（自分や友人の

家以外で）

平日の夜や休日
を過ごすことが

できる場所
（学童保育や公民

館、児童館など）

（自分や友人の
家以外で）

夕ごはんを無料

か安く食べる

ことができる場所
（こども食堂など）

勉強を無料で

みてくれる場所

（家や学校以外で）

何でも相談できる

場所
（電話やネットの

相談を含む）

Ａ

Ｂ

Ｃ

56.4

59.2

53.2

5.7

6.2

5.2

2.7

2.1

3.3

5.0

4.5

5.5

7.1

6.4

7.9

30.1

30.6

29.6

40.7

34.4

47.9

19.9

17.1

23.3

19.7

19.2

20.3

26.8

25.6

28.2

27.7

30.6

24.4

33.5

35.3

31.5

15.5

13.7

17.5

35.7

36.0

35.3

27.1

31.0

22.5

39.9

41.5

38.1

1.3

1.4

1.1

1.7

1.7

1.6

1.9

1.9

1.9

1.7

1.7

1.6
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(オ)社会のために役立つことをしたいと思うか 

全体では「そう思う」（41.2％）と「どちらかと言えばそう思う」（46.0％）

を合わせた「そう思う（計）」は 87.2％、「どちらかと言えばそう思わない」（8.0％）

と「そう思わない」（3.6％）を合わせた「そう思わない（計）」は 11.6％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】小学校不登校児童と中学校不登校生徒の割合 

 小学校の不登校児童の割合は、児童総数の 1.35％となっており、県・国よ

りも低い割合となっています。中学校の不登校生徒の割合は、生徒総数の  

6．92％となっており、県よりも低く、国よりも高い割合となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※不登校の定義（文部科学省） 

何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童

生徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況にあること（ただし、病

気や経済的な理由によるものを除く。） 

本調査は、「令和５年度の間に連続又は断続して 30 日以上欠席した児童生徒

のうち、不登校を理由とする者」を計上したものです。 

  

そう思う（計） そう思わない（計）

そう思う
どちらかと言えば

そう思う
どちらかと言えば

そう思わない
そう思わない 無回答

ｎ （％） （計） （計）

全   体 (787) 87.2 11.6

小学５年生 (422) 90.5 8.1

中学２年生 (365) 83.2 15.6

そ
う
思
う

そ
う
思
わ
な
い

35.3

46.2

41.2

47.9

44.3

46.0

10.7

5.7

8.0

4.9

2.4

3.6

1.1

1.4

1.3

1.35

2.23

2.13

6.92

7.03

6.70 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

厚木市

県

国

厚木市

県

国

（％） 

小学校  

中学校  

※ 文部科学省「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の抜粋 
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５ こども・若者の意向調査結果 

（１）「こどもまんなか社会」のイメージ 

 こども全体では、「こどもの気持ちや考えを聞いてくれる社会」が 60.1％と

最も多く、次いで「こどものやりたいことを応援してくれる社会」が

51.1％、「こどもを一番に考えてくれる社会」が 46.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「こどもまんなか社会」をつくるために必要なこと 

 こども全体では、「こどもの気持ちを聞いてくれる人・場所」が 62.3％と最

も多く、次いで「こどもがいつでも自由に過ごせる居場所」が 47.8％、「好き

なことをする時間」が 44.3％となっています。 

 

 

 

  

46.3 

60.1 

39.6 

35.4 

51.1 

17.4 

5.2 

3.8 

48.1 

57.9 

38.5 

35.4 

49.1 

17.3 

5.7 

5.1 

44.9 

61.9 

40.4 

35.4 

52.6 

17.4 

4.8 

2.7 

0 20 40 60 80

こどもを一番に考えてくれる社会

こどもの気持ちや考えを聞いてくれる社会

こどもを守ってくれる社会

こどもが困っていたら助けてくれる社会

こどものやりたいことを応援してくれる社会

こどもにいろいろなことを教えてくれる社会

わからない

その他

全 体 （n=2,575）
小学６年生（n=1,120）
中学２年生（n=1,455）

（％）

62.3 

47.8 

28.4 

44.3 

29.9 

29.3 

18.6 

3.6 

1.9 

60.2 

46.8 

32.1 

40.4 

22.2 

33.2 

19.2 

3.8 

2.4 

63.8 

48.5 

25.5 

47.4 

35.7 

26.3 

18.2 

3.4 

1.6 

0 20 40 60 80

こどもの気持ちを聞いてくれる人・場所

こどもがいつでも自由に過ごせる居場所

家族と一緒に過ごす時間

好きなことをする時間

いろいろな遊びや体験

怖い思いをしないで、

安心して出かけられること

こどもを優先するしくみ

わからない

その他

全 体 （n=2,575）
小学６年生（n=1,120）
中学２年生（n=1,455）

（％）
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（３）「幸せ」だと感じるとき 

 こども全体では、「好きなことをしているとき」が 61.2％と最も多く、次い

で「友だちと遊んでいるとき」が 51.4％、「家族と一緒にいるとき」が 37.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（４）意見表明しやすい方法（こども） 

 こども全体では、「１人１台配備されたＧＩＧＡスクール端末で回答するＷ

ｅｂアンケート」が 75.3％と最も多く、次いで「こども用の意見箱の設置」が

41.2％、「こども同士で話し合って、意見を出せるイベント」が 34.3％となっ

ています。 

 

 

  

31.0 

30.2 

37.5 

51.4 

61.2 

28.1 

15.8 

14.3 

2.7 

4.2 

35.0 

31.8 

44.9 

50.3 

57.0 

25.4 

10.6 

12.9 

1.9 

5.1 

27.9 

28.9 

31.8 

52.3 

64.5 

30.1 

19.9 

15.3 

3.4 

3.5 

0 20 40 60 80

自分の気持ちをわかってくれる人がいるとき

みんなが笑顔のとき

家族と一緒にいるとき

友だちと遊んでいるとき

好きなことをしているとき

おいしいものを食べているとき

たくさん眠れたとき

ありがとうと言われたとき

わからない

その他

全 体 （n=2,575）
小学６年生（n=1,120）
中学２年生（n=1,455）

（％）

75.3 

25.5 

11.8 

34.3 

41.2 

13.7 

13.9 

11.1 

74.0 

25.5 

11.7 

35.1 

43.7 

18.8 

13.6 

10.1 

76.3 

25.4 

11.9 

33.6 

39.4 

9.8 

14.2 

11.8 

0 20 40 60 80

１人１台配備されたＧＩＧＡスクール端末で

回答するＷｅｂアンケート

紙でのアンケート

市役所で働く人と直接会って話す

こども同士で話し合って、意見を出せるイベント

こども用の意見箱の設置

家族など大人に手伝ってもらってメールを送る

家族など大人が話をよく聞いて

代わりに伝えてもらう

わからない

全 体 （n=2,575）

小学６年生（n=1,120）

中学２年生（n=1,455）

（％）
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（５）力を入れてほしいこども・若者施策 

 若者の意向調査の結果、「経済的な困難を抱えている家庭の支援」が 35.5％

と最も多く、次いで「就職に向けた支援や雇用機会の拡大促進」が 27.0％、「登

校や社会に出ることが困難な場合の支援の充実」が 24.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）意見表明しやすい方法（若者） 

 「スマホやタブレットから回答するＷｅｂアンケート」が 89.5％と最も多く、

次いで「メール・ＳＮＳ（LINE、X、Instagram など）」が 36.0％、「いつでも厚

木市に要望を伝えられる意見箱（Ｗｅｂ）の設置」が 34.5％となっています。 

 

 

 

 

 

  

35.5 

27.0 

24.0 

22.5 

21.0 

20.0 

18.5 

16.5 

10.0 

4.5 

3.5 

17.0 

0 10 20 30 40

経済的な困難を抱えている家庭の支援

就職に向けた支援や雇用機会の拡大促進

登校や社会に出ることが

困難な場合の支援の充実

ほっとできる居場所づくり

悩みや困ったことを相談できる

相談体制の強化

結婚を望む若者への支援を充実

参加しやすいイベントや

講座などの情報の提供

市の施策に対して自分の意見を

言える機会の確保

地域の活動に参加する機会の確保

特にない

わからない

その他

（％）（n=200）

89.5 

36.0 

34.5 

9.5 

4.0 

3.5 

2.0 

0.5 

4.0 

1.5 

0 20 40 60 80 100

スマホやタブレットから回答するWebアンケート

メール・ＳＮＳ（LINE、X、Instagramなど）

いつでも厚木市に要望を伝えられる意見箱

（Web）の設置

意見を出し合い、市に意見を提出する会の開催

（オンライン）

意見を出し合い、市に意見を提出する会の開催

（対面）

紙でのアンケート

電話やアプリでの通話

手紙

わからない

その他

（n=200） （％）

16～39歳の若者 （ｎ=200）

16～39歳の若者 （ｎ=200）



23 

６ こども・若者をめぐる課題と視点  

(１) 保育施設等の確保 

人口減少に伴いこどもの数は減少していますが、未就学児保護者の平日の保

育施設の利用意向では、認可保育所や小規模な保育施設が増加しており、現状、

保育所等の入所児童数・入所率はおおむね増加傾向です。また、認定こども園

の保育需要は、年によって変動はありますが、微増傾向にあります。女性の

就業率は上昇しており、母親の就労、特にフルタイムが増加していることから、

引き続き、保育施設の確保が必要です。 

なお、市立放課後児童クラブ入所児童数・入所率も増加傾向にあるため、受

入人数の拡大が必要です。 

 

(２) 子育てを支える環境の整備  

育児休業の取得状況は、父親・母親ともに増加しています。引き続き、子

育てと就労の両立、ワーク・ライフ・バランスなど適切な就労環境づくりを

促進する必要があります。 

 

(３) 多様な子育てニーズへの対応 

就学児の保護者が希望するこどもの放課後の過ごし方では、児童クラブと

習い事が増加しており、放課後を学習や体験など効果的に過ごせる場所を希

望する傾向が見受けられます。 

国の主導のもとに進められている「こども誰でも通園制度」を始め、子育

てニーズは多様化・複雑化しているため、保育や教育を始めとする様々な分

野でニーズを把握し、工夫を重ねることが求められています。 

 

(４) 子育て支援事業の充実 

子育て支援に役に立った事業については、未就学児の保護者の調査では、

紙おむつ支給、医療費助成、保育・教育施設、子育て支援センターなどが挙

げられています。 

生活状況については、未就学児と就学児の保護者の調査結果によると、半

数以上が現在の暮らしの状況が苦しく、主な理由としては家計のやりくりで

あるとの回答が多かったことから、経済的支援についても継続することが求

められています。 

また、子育てに関して気軽に相談できる人や場所については、多くの人が

持ち得ていますが、「いる／ある」が減少して、「いない／ない」が増加して

いるため、気軽に相談できる体制の整備が必要です。  
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(５) 特別な支援を必要とするこどもや家庭への対応 

外国につながりのあるこどもや、障がいや発達への心配があるこども、医

療的ケアを必要とするこどもなど、特別な支援を必要とするこどもとその家

庭への対応が課題となっています。個々のこどもや家庭の事情に寄り添った

きめ細かな支援が必要です。 

 

(６) 規則正しい生活習慣の習得  

食事の頻度、就寝時間についての調査では、規則正しい生活ができていな

いと思われるこどもの数（朝食を毎日摂らない 15.1％、就寝時間の乱れ

23.9％）が明らかになりました。規則正しい生活は、こどもの心身の発達に

欠かせない要素であることから、基本的な生活習慣を身に付けられるように、

保健、教育などの各分野が連携し、こどもと家庭を支援することが必要です。 

 

(７) ひきこもり傾向にあるこども・若者への対応  

 令和５年度の間に連続又は断続して 30 日以上欠席した児童・生徒のうち、

不登校を理由とする者は、小学校は児童総数の１．３５％、中学校は生徒総

数の ６．９２％という結果になっています。その中には、ひきこもり※１

の状態にあると思われるこどもも含まれていました。 

また、若者の意向調査においても、「登校や社会に出ることが困難な場合の

支援の充実」を求める声がありました。 

それぞれのこども・若者が置かれた状況や課題に対応するために、一人一

人に寄り添ったきめ細かい相談体制づくりが必要です。  

 

※1 ひきこもりの定義（厚生労働省） 

様々な要因の結果として社会的参加（就学、教育、家庭外での交遊など）を回避し、

原則的には６か月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態を指す現象

概念（他者と交わらない形でも外出をしていてもよい）  

 

(８) こどもの気持ちを尊重 

小学５年生・中学２年生への調査では、社会に役に立つことをしたいとい

う意見が多く、こどもの社会参画への前向きな気持ちが見られました。この

ような気持ち、姿勢を後押しすることにより、将来の社会参画につなげてい

くことが必要です。 

また、こどもの相談相手としては、親、学校の友達、学校の先生等いずれ

か相談する相手がいるとの回答の割合が高かった一方、誰にも相談できない、

したくないという回答もありました。安心して相談できる相談先の整備やこ

どもの気持ちを尊重して寄り添うことが必要です。 
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(９) 多様な居場所づくり 

こどもに、「あれば利用したい」と思う施設について聞いたところ、勉強を

無料でみてくれる場所とこども食堂が多い状況でした。 

利用したことがある人からは、利用により、「友達が増えた」、「楽しみが増

えた」、「ほっとできる時間が増えた」といった変化があったと回答がありま

した。学習支援や食事の提供といった直接的な効果に加え、心の拠り所にも

なっていることから、こどもの居場所づくりについては、関連する施策も含

め、充実させていくことが必要です。 

 

(10) こども・若者が意見を表明できる環境づくり  

小・中学生を対象とした調査では、「こどもまんなか社会」のイメージにつ

いて、こどもの気持ちや考えを聞いてくれる社会という回答が最も多くなっ

ています。意見表明しやすい方法としては、Ｗｅｂによるアンケートという

回答が特に多くなっていることから、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用等を通

じて、こどもが意見を表明しやすい環境づくりを推進していくことが必要で

す。 

また、若者も同様の回答でしたが、若者を対象に実施した調査では、回収

率の低さが目立ちました。若者の意見を聴くためには、その手段や働きかけ

を検討する必要があります。 

   

(11) 結婚、出産、子育ての希望がかなえられる社会へ  

若者の意向調査では、市に力を入れてほしいこととして、結婚を望む場合

の支援が 20.0％ありました。現状では、婚姻数、婚姻率ともに、減少傾向に

なっています。 

若者本人が、「結婚すること」、「こどもを産むこと」、「こどもを育てること」 

を望む場合に、希望がかなえられる社会づくりが必要です。 

 

(12) 安定した雇用と収入を確保するための支援  

 若者の意向調査では、若者が悩んでいることや不安に思っていることとし

て、「収入・貯金」、「将来のこと」が多い状況です。市に力を入れてほしい取

組としても就職に向けた支援や雇用機会の拡大といった経済的支援が挙げら

れていました。若者が希望する職業に就いて継続的に勤務し、十分な収入を

確保できるよう、安定した雇用と経済的基盤が得られる支援を強化すること

が求められています。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

こどもまんなか社会とは、こども・若者が自分らしく幸せに暮

らせる社会のことです。こども・若者の幸せは未来への希望その

ものです。こども・若者一人一人が自分らしく幸せに暮らし続け

られる社会をつくることが、持続可能な社会の基盤となります。 

 

一人一人が自分らしく幸せな状態（ウェルビーイング）で暮ら

すということは、心身の状況や置かれている環境等にかかわらず、

その誰もが等しく権利を保障され、身体的・精神的・社会的に満

たされた状態で生活を続けることです。 

こどもまんなか社会でこどもの権利を保障することは、その他

の人の権利も保障することにつながります。当事者であるこど

も・若者の意見に真摯に耳を傾けて施策に反映することにより、

こども・若者を中心に大人・社会がつながり、結果として、市民

の皆さんが将来にわたって幸せに暮らせる社会の実現を目指し

ます。 

 

  

こどもまんなか社会の実現 
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２ 基本方針 

 本計画では、基本理念「こどもまんなか社会の実現」に向けて、次の４つの

基本方針を設定します。  

 

 

 

 

こどもは生まれながらに権利の主体であり、こどもを多様な人格を持った個

として尊重し、その権利を保障し、本人にとっての最善の利益を図ることは、

社会全体の重要な責務です。こども・若者が、多様な価値観に出会い、相互に

人格と個性を尊重し合いながら、その多様性が尊重され、主体的に、自分らし

く、幸福に暮らすことができるよう、こども・若者の自己選択、自己決定、自

己実現を社会全体で後押ししていきます。また、考え方や、人種、民族、国

籍、障がいの有無、家庭環境等による差別的取扱いや、虐待、いじめ、犯罪や

暴力などの権利の侵害からこども・若者を守ります。そして、貧困と格差への

対応を図ることで、良好な成育環境を確保し、全てのこども・若者が幸せな状

態で成長できるように取り組みます。 

 

 

 

 

こども・若者が、自分の意見を形成、表明し、社会に参画することは、権利

の主体として重要なことです。本人の意見を、年齢や発達の程度に応じて、形

成、表明しやすい環境や、こども・若者、子育て当事者が安心して意見を述べ

ることができる場や機会をつくり、それぞれの意見を尊重します。 

 

 

  

こどもの権利を保障し、本人にとっての最善の利益を図ります 

こども・若者や子育て当事者の視点と意見を尊重します 



28 

 

 

 

こどもは、乳幼児期から学童期、思春期、青年期における様々な学びや体験

を通じて成長し、若者として社会生活を送るようになります。こどもの成長過

程は、成育環境に大きく依存し、個人差があり、乳幼児期からの連続性を持つ

ものです。こども・若者が必要とする支援が、特定の年齢で途切れることがな

いよう、各種分野の関係機関・団体が連携し、教育、保育、保健、医療、福祉

に関する支援を横断的、総合的に展開していきます。 

また、「子育て」は、こどもの誕生前から始まり、大人になるまで続くもの

であるため、ライフステージを通じて社会全体で子育て当事者を支えていきま

す。子育て当事者が、経済的な不安や孤立感を抱いたり、過度な使命感や負担

を抱いたりすることなく、健康で、自己肯定感とゆとりを持ってこどもに向き

合える環境づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

  

若者が社会の中で自らをいかす場を持ち、安定した生活基盤と将来の見通し

を持つことができるように支援していきます。若者が将来に希望を持って生き

られる社会をつくることは、少子化の克服や貧困の解消、貧困の連鎖の防止の

ためにも重要です。多様な価値観や考え方を尊重することを大前提としながら、

若者が自らの主体的な選択により、「結婚すること」、「こどもを産むこと」、「こ

どもを育てること」を望んだ場合に、それぞれの希望に応じられる社会づくり

を目指します。 

また、共働き世帯が増加し、結婚、出産後も仕事を続ける人が多くなってい

る中、その両立を支援していくことも必要です。子育て当事者である女性と男

性が共にこどもと過ごす時間をつくり、仕事などで自己実現を図りつつ相互に

協力しながら子育てができるよう、職場を含めた地域全体で子育てを応援し支

えていく社会の実現に向けて取り組みます。 

  

若者が自分らしく生きられる社会を目指します 

ライフステージに応じた切れ目のない支援を提供します 
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３ 施策の体系 

 基本理念の実現に向けて、４つの基本方針に沿った施策を展開していきます。

本市のこども・若者関連施策と「こども大綱」における施策の方向性との整合

性を図るため、「こども大綱」に基づく「基本施策」を設定し、重点施策、個別

施策を体系的に整理しました。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

基本理念 

こ

ど

も

ま

ん

な

か

社

会

の

実

現

 

基本方針 

こどもの権利を保障し、 

本人にとっての最善の 

利益を図ります 

基本施策 

 

 ライフステージを 

通した施策 

ＳＤＧｓ 

の目標 

すべての人

に健康と 

福 祉 を  

質の高い

教育をみ

んなに 

ジェンダー

平等を実

現しよう 

働きがい

も経済成

長も 

住み続け

られるま

ちづくり

貧 困 を  

なくそう 

パートナー 

シップで目標 

を達成しよう 

こども・若者や子育て 

当事者の視点と意見を 

尊重します 

ライフステージに 

応じた切れ目のない 

支援を提供します 

若者が自分らしく 

生きられる社会を 

目指します 

 

子育て当事者の支援 

 

社会全体で支える 

推進体制 

１ 

 

 ライフステージ別の 

施策 

２ 

３ 

４ 
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（１）こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有 貧 若 少  

（２）多様な遊びや体験の場づくり 次 若 少  

（３）こども・若者が活躍できる機会づくり 次 若 少  

（４）切れ目のない保健・医療の提供 支 次 成  

（５）こどもの貧困対策 貧 若 少  

（６）障がい児・医療的ケア児等への支援 次 少 成  

（７）児童虐待防止対策とヤングケアラー等への支援 次 貧 若 

（８）こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 

次 貧 若  

（１）こどもの誕生前から幼児期までの施策 

   －１ 妊娠・出産・幼児期の支援 支 次 成  

－２ 安心できる幼児教育・保育 支 次 少  

（２）学童期・思春期の施策 

   －１ 質の高い教育 次 少  成    

－２ 居場所づくり 支  次 若  

－３ 成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育 

 次 若 少  

－４ いじめ防止対策 次 若 少  

－５ 不登校のこどもへの支援 次 若  少  

（３）青年期の施策 貧 若 少  

 

（１）子育てや教育に関する経済的負担の軽減 貧 若  少  

（２）地域子育て支援、家庭教育支援 次 若 少  

（３）仕事と子育てが両立できる環境づくり 次 若 少  

（４）ひとり親家庭への支援 次 貧 少  

（１）多様な声を施策に反映 次 貧 少  

（２）こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援 次 若 少  

（３）こども・若者、子育てに優しい社会づくりのための意識改革 次 若  少  

重点施策 

※包含する計画(各計画は連動していますが、特に関係が深い計画を記載) 

支：子ども・子育て支援事業計画 次：次世代育成支援行動計画  

貧：こどもの貧困解消対策計画  若：子ども・若者育成支援計画 

少：少子化社会対策に係る事項  成：成育医療等に関する計画 
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●重点施策・個別施策   

基本施策 重点施策 個別施策 

１  ラ イ フ ス テ

ー ジ を 通 し た

施策 

（１）こども・若者が権利

の 主 体 で あ ることの社

会全体での共有 

①こども・若者の権利を始めとする人権

啓発 

（２）多様な遊びや体験の

場づくり 

①遊びや体験活動の推進 

②読書活動の推進 

③こどもまんなかまちづくり 

（３）こども・若者が活躍

できる機会づくり 

①こども・若者が活躍できる機会づく

りの推進 

②こども・若者の可能性を広げていく

ための多様性への理解 

（４）切れ目のない保健・医

療の提供 

①妊娠期から子育て期を通じた切れ目

のない保健・医療の提供 

②食育の普及啓発 

（５）こどもの貧困対策 

①教育の支援 

②生活の安定のための支援 

③子育て当事者の就労の支援 

④相談体制の整備 

（６）障がい児・医療的ケ

ア児等への支援 

①障がいの有無にかかわらず安心して

共に暮らすことができる地域づくり 

②障がいのあるこどもの学びの充実 

（７）児童虐待防止対策と

ヤングケアラー等への支

援 

①こども家庭センターの体制強化及び

家庭支援の推進 

②ヤングケアラー等への支援 

（８）こども・若者の自殺

対策、犯罪などからこど

も・若者を守る取組 

①こども・若者の自殺対策 

②こども・若者が安全にインターネッ

トを利用するための支援 

③安全教育の推進 

④犯罪被害、事故、災害からこども・若

者を守る環境整備 

⑤非行防止と自立支援の推進 
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基本施策  重点施策  個別施策  

２  ラ イ フス テ

ージ別の施策 

（１）こどもの誕生前から

幼児期までの施策 

（１）－１  

妊娠・出産・幼児期の支援 

①出産に関する支援等の更なる強化 

②産前産後の支援の充実と体制強化 

③妊娠期から幼児期を通じた切れ目の

ない支援の提供 

④乳幼児健診等の推進 

⑤挑戦を応援する豊かな「遊びと体験」

の保障 

（１）－２ 

安心できる幼児教育・保育 

①地域の身近な場を通じた支援の充実 

②幼児教育・保育の質の向上、小学校教

育への円滑な接続 

③保育士、幼稚園教諭等の人材育成・確

保・処遇改善等  

（２）学童期・思春期の施

策 

（２）－１ 

質の高い教育 

①こどもと向き合う時間の確保 

②コミュニティ・スクールと地域学校

協働活動の一体的推進 

③こどもの体力の向上のための取組の

推進 

④学校保健の推進 

⑤学校給食の充実 

（２）－２ 

居場所づくり 

①こども・若者の視点に立った多様な

居場所づくり 

②放課後児童対策 

（２）－３ 

 成年年齢を迎える前に必要となる 

知識に関する情報提供や教育 

①主権者教育の推進 

②消費者教育の推進  

（２）－４ 

いじめ防止対策 

①いじめ防止対策の強化 

（２）－５ 

不登校のこどもへの支援 

① 不 登 校 の こ ど も へ の 支 援 体 制 の 整

備・強化 

（３）青年期の施策 

①就 労 支 援 、雇 用 と経 済 的 基 盤 の安 定 の

ための取 組  

②結婚を希望する方への支援 

③悩みや不安を抱える若者に対する相

談体制の充実 
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基本施策 重点施策 個別施策 

３  子 育 て当 事

者の支援 

（１）子育てや教育に関す

る経済的負担の軽減 

①幼児期から高校生までの教育・保育

の経済的負担軽減 

②医療費等の負担軽減 

（２）地域子育て支援、家

庭教育支援 

①地域のニーズに応じた多様な子育て

支援の推進 

②一時預かり、ファミリー・サポート・

センターに関する取組の推進 

③家庭教育支援 

（３）仕事と子育てが両立

できる環境づくり 

①仕事と子育てが両立できる環境づく

り 

（４）ひとり親家庭への支

援 
①ひとり親家庭が抱える課題への支援 

４  社 会 全体 で

支 え る 推 進 体

制 

（１）多様な声を施策に反

映 
①多様な声を施策に反映させる工夫  

（２）こども・若者、子育

て 当 事 者 に 関わる人材

の確保・育成・支援 

①こども・若者、子育て支援に携わる担

い手の確保・育成・専門性の向上 

（３）こども・若者、子育

て に 優 し い社会づくり

のための意識改革 

①こども・若者、子育てに優しい社会づ

くりのための意識改革  
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第４章 施策の展開 

ライフステージを通した施策 

重点施策（１）こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有 

【施策の方向】 

全てのこども・若者に対して、心身の状況や置かれている環境等にかかわら

ず、その誰もが等しく権利を保障されていること、自らが権利の主体であるこ

とを広く周知します。こどもの教育、養育の場においては、こどもが自らの権

利について学び、自らを守る方法や、困難を抱えるときに助けを求め、回復す

る方法を学べるよう、こどもの権利の理解促進や人権教育を推進します。 

また、こども・若者の権利侵害を許さないという意識を社会に浸透させると

ともに、こども・若者に関わり得る全ての大人や広く社会全体に対して、人権

に対する理解を深め人権尊重の意識を高める人権啓発活動を推進します。 

 

【個別施策】 

①こども・若者の権利を始めとする人権啓発 

 

【具体的な取組】 

・人権講座「ヒューマンカレッジ」の開催 

・人権週間（12 月４～10 日）に合わせた啓発活動の実施 

・こどもまんなか月間（５・11 月）に合わせた啓発活動の実施 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策１ 
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重点施策（２）多様な遊びや体験の場づくり 

【施策の方向】 

 遊びや体験活動は、こどもの健やかな成長の原点です。こどもが遊びに没頭

し、身体を使ったり、友だちや周りの大人と協力したりしながら、遊びを充実・

発展させていくことは、言語や数などの理解を促し、創造力や思いやり、やり

抜く力などの社会性を育み、生涯を生き抜く力を得ることにつながります。こ

どもが、年齢や発達の程度に応じて、多様な遊び・体験ができる機会や場を意

図的・計画的に創出します。 

こどもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊

かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で不可欠なもので

あることから、家庭や学校を中心に読書活動の推進を図ります。 

また、こどもや子育て当事者の目線に立ち、こどものための近隣地域の生活

空間を形成する「こどもまんなかまちづくり」を加速化し、こどもの遊び場と

そのアクセスの確保や親同士・地域住民との交流機会を生み出す空間の創出な

どの取組を推進します。 

 

【個別施策】 

①遊びや体験活動の推進 

②読書活動の推進 

③こどもまんなかまちづくり 

 

【具体的な取組】 

・遊びや体験を通じて心と体で学ぶ機会と場の創出 

・国内友好都市訪問による自然体験学習の実施 

・七沢自然ふれあいセンターやあつぎこどもの森公園などの自然環境の活用 

・環境教育講座や生き物調査の実施 

・森林整備の実技体験や市内間伐材の活用の推進 

・郷土芸能の継承・普及や音楽文化の普及向上の支援 

・学校司書の配置や図書の購入など学校図書館の充実 

・こどもが読書に楽しむ機会の提供や電子図書館の充実 

・安心して利用できる公園整備や地域交通環境の向上 など 
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重点施策（３）こども・若者が活躍できる機会づくり 

【施策の方向】 

こども・若者が未来を切り開いていくためには、自由で多様な選択ができる

環境の中で、夢や希望を持ち、のびのびとチャレンジできるようにしていくこ

とが必要です。 

また、異文化や日本の伝統・文化など多様な価値観への理解を深められるよ

うに、国際理解、国際交流を推進するとともに、性別や国籍にかかわらず、そ

れぞれの可能性を広げていくことができるよう、男女平等や多様性への理解を

深める取組を推進します。 

 

【個別施策】 

①こども・若者が活躍できる機会づくりの推進 

②こども・若者の可能性を広げていくための多様性への理解 

 

【具体的な取組】 

・児童・生徒の国際理解と英語教育の推進 

・海外・国内友好都市等との交流促進 

・外国籍児童・生徒等に対する指導や支援の充実 

・日本語教室の開催と日本語ボランティア講師の養成 

・人権擁護委員による人権相談の実施 

・市民の人権問題に対する意識調査 など 
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重点施策（４）切れ目のない保健・医療の提供 

【施策の方向】 

妊娠期、出産期、産後の健康管理に係る支援を推進することにより、安心・

安全で健やかな妊娠・出産、産後をサポートするとともに、家庭生活に困難を

抱える特定妊婦等を含む当事者が必要としている支援に確実につなぐため、切

れ目のない支援体制を構築します。 

令和５（2023）年に閣議決定された「成育医療等の提供に関する施策の総合

的な推進に関する基本的な方針（成育医療等基本方針）」に基づく国民運動であ

る「健やか親子２１」の取組により、こどもの成長や発達に関して、親や身近

な養育者が正しい知識を持ち、社会全体で見守りや子育てに協力できるよう、

普及啓発を促進するとともに、全てのこどもの健やかな成長を見守り育むこと

ができる地域づくりを目指します。 

また、食育については、こどもが基本的な生活習慣を身に付け、健やかな成

長が図られるよう、普及啓発を推進します。 

 

【個別施策】 

①妊娠期から子育て期を通じた切れ目のない保健・医療の提供 

②食育の普及啓発 

 

【具体的な取組】 

・妊娠届出時の面談実施や情報提供 

・支援が必要な方に対しての産前・産後のサポートや産後ケアの実施 

・産前産後の育児や家事の負担の軽減 

・生後４か月までの乳児のいる家庭の訪問 

・妊婦のための経済的支援 

・妊娠・出産から、新生児・乳幼児・小児期までの一貫した診療体制の強化 

・小児救急医療への対応 

・健やかな成長のための食育の推進 など 
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重点施策（５）こどもの貧困対策 

【施策の方向】 

こどもの貧困は、経済的な困難だけではなく、心身の健康や教育を受ける機

会の喪失を始め、こどもの権利利益の侵害や、社会的孤立にもつながる深刻な

課題です。全てのこどもが、家庭の経済状況にかかわらず、質の高い教育を受

け、能力や可能性を最大限に伸ばして、それぞれの夢に挑戦できるよう、教育

と生活の安定、保護者の就労の支援など、地域や社会全体で解消に向けて取り

組みます。 

また、将来の貧困の予防や、教育の機会均等を保障する観点から、幼児教育・

保育の無償化、義務教育段階の就学援助、高校生等への修学支援により、幼児

期から高等教育段階まで切れ目のない教育費負担の軽減を図ります。 

 

【個別施策】 

①教育の支援 

②生活の安定のための支援 

③子育て当事者の就労の支援 

④相談体制の整備 

 

【具体的な取組】 

・生活困窮世帯のこどもに対する学習支援 

・経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の学用品費等を支援 

・高校生等の修学を支援する奨学金の支給 

・フードバンク活動への支援 

・フードパントリーやこども食堂を支援 

・生活困窮者の自立に向けた支援 

・就労に向けた基礎能力形成等の支援 

・ひとり親家庭の親の資格取得支援 

・児童・生徒とその保護者等が抱える課題改善のための相談活動 など 
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重点施策（６）障がい児・医療的ケア児等への支援 

【施策の方向】 

障がいや発達に特性のあるこどもの置かれた環境やライフステージに応じて、

障がいの有無にかかわらず、安心して共に暮らすことができるよう、適切な訓

練や社会との交流促進を行い、その発達や将来の自立を支援します。 

障がい児の支援体制の強化と小学校等の学びの場の整備・充実を両輪とした

インクルーシブ教育の実現に向けた取組を推進し、保健、医療、福祉、保育、

教育など関係者の連携の下で、乳幼児期から障がい者施策への円滑な接続・移

行に向けた準備を早い段階から進めていきます。 

 

【個別施策】 

①障がいの有無にかかわらず安心して共に暮らすことができる地域づくり 

②障がいのあるこどもの学びの充実 

 

【具体的な取組】 

・児童発達支援事業所における生活能力向上のための訓練や援護 

・児童発達支援センター「ひよこ園」における児童の指導や相談支援 

・市立小・中学校や幼稚園・保育所等の医療的ケア児の訪問看護支援 

・療育相談センター「まめの木」における療育相談等の実施 

・特別な支援を必要とする児童・生徒に対する総合的な支援体制の整備 

・インクルーシブ教育の実現に向けた支援体制づくり など 
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重点施策（７）児童虐待防止対策とヤングケアラー等への支援 

【施策の方向】  

子育てに困難を抱える世帯に対する包括的な支援に向けて、こども家庭セン

ターの体制を強化し、訪問家事支援などの家庭支援を始め、こどもや親子の居

場所支援などを推進します。また、こども家庭センターが中心となって、要保

護児童対策地域協議会の枠組みを活用して、地域の保育所や学校、支援の担い

手である民間団体などを含めた、地域のネットワークと一体となって、子育て

に困難を抱える世帯や要保護児童を継続的に支援し、虐待予防の強化に取り組

みます。 

ヤングケアラーについては、ヤングケアラー・コーディネーターを配置し、

福祉、介護、医療、教育などの関係者と連携しながら早期発見に努め、対象と

なるこども・若者の意向に寄り添いながら、必要な支援につなげていきます。 

 

【個別施策】 

①こども家庭センターの体制強化及び家庭支援の推進 

②ヤングケアラー等への支援 

 

【具体的な取組】 

・要保護児童やヤングケアラーの早期発見、適切な支援 

・家庭における養育が一時的に困難になった児童の保護 など 
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重点施策（８）こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 

【施策の方向】 

こども・若者が、自殺に追い込まれることのないよう、包括的な支援として、

自殺対策の体制強化を図りながら、厚木市自殺対策計画に基づく総合的な取組

を進めます。 

また、増加するインターネット犯罪などにこども・若者が巻き込まれないよ

うに、安心・安全にインターネットを利用するための啓発や、ＩＣＴ（情報通

信技術）活用におけるリテラシー教育などに取り組みます。 

こども・若者が、犯罪、事故、災害等から自らと他者の安全を守ることがで

きるよう、体験的な学びを含め、安全教育を推進するとともに、困ったときな

どに相談しやすい体制を整備します。 

さらに、こども・若者の非行防止や、非行・犯罪に及んだこども・若者とそ

の家族への相談支援、自立支援を推進するために、学校や警察等の地域の関係

機関・団体の連携を図ります。 

 

【個別施策】 

②  こども・若者の自殺対策 

②こども・若者が安全にインターネットを利用するための支援 

③安全教育の推進 

④犯罪被害、事故、災害からこども・若者を守る環境整備 

⑤非行防止と自立支援の推進 

 

【具体的な取組】 

・自殺予防に関する普及啓発 

・専門家による相談など、相談しやすい体制づくり 

・市立小・中学校のＩＣＴ（情報通信技術）機器の適切な利用指導 

・本厚木駅周辺の環境浄化 

・交通安全、通学路等の安全対策 

・犯罪や非行の防止のための活動支援 など 
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ライフステージ別の施策 

重点施策（１）こどもの誕生前から幼児期までの施策 

（１）-１ 妊娠・出産・幼児期の支援 

【施策の方向】 

妊娠・出産に関する相談体制を始め、産後ケア事業の提供体制の確保や養育

者のメンタルヘルスに係る取組を進めるなど、妊娠期から幼児期を通じた切れ

目のない支援に取り組みます。 

また、幼児期までが、生涯にわたるウェルビーイングの向上にとって最も重

要な時期であることから、就学前のこどもが、遊びや体験を通じて心と体で学

ぶ機会と場を創出します。 

 

【個別施策】 

①出産に関する支援等の更なる強化 

②産前産後の支援の充実と体制強化 

③妊娠期から幼児期を通じた切れ目のない支援の提供 

④乳幼児健診等の推進 

⑤挑戦を応援する豊かな「遊びと体験」の保障  

 

【具体的な取組】 

・出産育児一時金の支給 

・妊娠・出産から、新生児・乳幼児・小児期までの一貫した診療体制の強化 

・妊娠届出時の面談実施や情報提供 

・支援が必要な方に対しての産前・産後のサポートや産後ケアの実施 

・産前産後の育児や家事の負担の軽減 

・生後４か月までの乳児のいる家庭の訪問 

・妊婦のための経済的支援 

・妊産婦及び乳幼児の健康診査や保健指導等の支援 

・子育て支援センターに遊びから学ぶ機能を拡充 など 

 

 

 

 

基本施策２ 
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（１）-２ 安心できる幼児教育・保育 

【施策の方向】 

保育所等の待機児童ゼロを維持するとともに、保護者の就業の状況にかかわ

らず、認定こども園、保育所、幼稚園、地域子育て支援拠点など、地域の身近

な場を通じた支援の充実に努めます。 

幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであ

ることから、安心・安全な環境と幼児教育・保育の質の向上を図りながら、障

がいのあるこどもや医療的ケア児、外国につながりのあるこどもなど一人一人

のこどもの健やかな成長を支えます。 

学びの連続性を踏まえて幼保小（幼稚園、保育所、小学校）の関係者が連携

し、こどもの発達にとって重要な遊びを通した質の高い幼児教育・保育を保障

しながら、幼児教育・保育と小学校教育の円滑な接続を図ります。 

また、こどもの育ちを支える保育士、幼稚園教諭等の人材育成・確保・処遇

改善を進めます。 

 

【個別施策】 

①地域の身近な場を通じた支援の充実 

②幼児教育・保育の質の向上、小学校教育への円滑な接続 

③保育士、幼稚園教諭等の人材育成・確保・処遇改善等 

 

【具体的な取組】 

・幼稚園での預かり保育の充実 

・幼稚園の施設整備 

・子育て支援センターにおける相談、講座の実施 

・病児保育事業の推進 

・保育士等の資質向上研修 

・幼保小の連携推進 

・認定こども園の幼児教育・保育の環境整備 

・幼児教育・保育人材の確保、定着、離職防止のための取組 

・幼稚園教諭・保育士の奨学金、転入、復職に係る助成 など 
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重点施策（２）学童期・思春期の施策 

（２）-１ 質の高い教育 

【施策の方向】 

教職員の処遇改善やＩＣＴ（情報通信技術）の活用など、学校における働き

方改革を進め、教職員がこどもと向き合う時間を確保することにより、こども

一人一人の可能性を伸ばします。 

将来にわたりこどもがスポーツ・文化芸術に継続して親しむことができるよ

う、地域の実情に応じて、スポーツ・文化芸術環境の整備を進めます。 

また、健康診断や薬物乱用防止教育など、こどもたちの健康を保持します。

さらに、学校給食の充実を図るとともに、学校給食の無償化によりこどもの 

健やかな成長を支えます。 

 

【個別施策】 

①こどもと向き合う時間の確保 

②コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進 

③こどもの体力の向上のための取組の推進 

④学校保健の推進 

⑤学校給食の充実 

 

【具体的な取組】 

・児童・生徒の学習をサポートするための支援員の配置 

・市立小・中学校に配備するＩＣＴ（情報通信技術）機器の安定的な利用環

境の整備 

・コミュニティ・スクールの活動支援 

・地域学校協働活動の推進 

・スポーツの普及・推進 

・体力向上や健康増進 

 ・市立小・中学校における健康診断等の実施 

 ・市立小・中学校における学校給食の充実 など 
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（２）-２ 居場所づくり 

【施策の方向】 

学習支援や食事の提供など明確な目的のある居場所や、気軽に訪れて好きな

ことをしたり、静かに過ごしたりできる居場所など、こども・若者の視点に立

った多様な居場所づくりを推進します。 

多くのこども・若者の居場所となっている児童館や公民館、図書館などの社

会教育施設について、より良い居場所となるよう改善に取り組みます。 

また、保護者の就労などで放課後に適切な保育が受けられないこどもが、安

心・安全に過ごせるよう、放課後児童クラブの受け皿を拡大し、待機児童を生

じさせない安定的な受入体制を整えます。 

 

【個別施策】 

①こども・若者の視点に立った多様な居場所づくり 

②放課後児童対策 

 

【具体的な取組】 

・児童に健全な遊びを提供する児童館の運営 

・図書館、（仮称）未来館の機能の充実 

・フードパントリーやこども食堂を支援 

・市立放課後児童クラブの運営と待機児童対策 

・民間の放課後児童クラブの運営支援 など 
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（２）-３ 成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育 

【施策の方向】 

こども・若者が社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き

抜き、地域の課題解決を社会の構成員として主体的に担う力を発達の程度など

に応じて身に付けることができるよう、主権者教育や消費者教育を推進します。 

 

【個別施策】 

①主権者教育の推進 

②消費者教育の推進 

 

【具体的な取組】 

・選挙の意義や模擬投票など小学生から高校生までを対象にした講座の開催 

・消費者被害を未然に防止するための講座や啓発活動の実施 など 

 

 

 

（２）-４ いじめ防止対策 

【施策の方向】 

いじめは、こどもの心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、いじめ

防止対策推進法に基づいた対応の徹底を図ります。 

また、いじめの相談から解消までの細やかな対応や、重大事態の対応に係る第

三者性の向上、警察等の外部専門機関との連携促進など、市全体が連携して、い

じめ防止対策の体制構築に取り組みます。 

 

【個別施策】 

①いじめ防止対策の強化 

 

【具体的な取組】 

・関係機関の連携によるいじめ防止対策 など 
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（２）-５ 不登校のこどもへの支援 

【施策の方向】 

不登校については、取り巻く環境によっては、どのこどもにも起こり得るも

のであり、それ自体が問題行動として受け取られることのないように配慮する

ことを基本的な考え方とする「義務教育の段階における普通教育に相当する教

育の機会の確保等に関する法律」の趣旨を踏まえ、全てのこどもが教育を受け

る機会を確保できるよう、ＩＣＴ（情報通信技術）等を活用した学習支援や学

校内外の教育支援センターの設置促進・機能強化を図ります。 

支援に当たっては、スクールカウンセラーやスクール・ソーシャルワーカー

等の専門家や関係機関と支援について連携・分担する体制を整え、未然防止、

早期対応を図り、社会的自立を目指します。 

 

【個別施策】 

①不登校のこどもへの支援体制の整備・強化 

 

【具体的な取組】 

・不登校等の未然防止に向けた校内の教育相談体制の構築 

・不登校児童・生徒の居場所の充実と不登校の改善を支援 など 
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重点施策（３）青年期の施策 

【施策の方向】 

離職する若者が早期に再就職し、その持てる能力を発揮できるように、若者

への就職支援に取り組みます。 

出会いの機会・場の創出支援については、効果の高い取組を推進し、より広

域での展開や官民の連携、伴走型の支援を充実させます。 

また、進学や就職、人間関係についての悩みや不安を抱えたり、誰にも相談

できず孤独やストレスを感じたりするなど、心のＳＯＳサインに気づいたとき

の対処法や、相談支援・サービスなどに関する必要な情報を提供します。 

あわせて、子育てに優しい住まいの拡充を目指し、住宅支援を強化します。 

 

【個別施策】 

①就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組 

②結婚を希望する方への支援 

③悩みや不安を抱える若者に対する相談体制の充実 

 

【具体的な取組】 

・保育士、幼稚園教諭、看護職、歯科衛生士等の就労支援 

・市内中小企業の人材確保に対する支援 

・市内在住勤労者の奨学金返済に対する助成 

・市内中小企業の生産性向上と賃上げに対する支援 

・定住促進や交流の場創出の取組実施 

・市内に転入する子育て世帯等の住宅取得費用等の支援 

・相談体制の充実 など 
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子育て当事者の支援 

重点施策（１）子育てや教育に関する経済的負担の軽減 

【施策の方向】 

医療費の助成を始め、幼児教育・保育の無償化や、高等学校の修学支援など、

乳幼児期から高校生まで切れ目のない経済的負担の軽減に取り組みます。 

 

【個別施策】 

①幼児期から高校生までの教育・保育の経済的負担軽減 

②医療費等の負担軽減 

 

【具体的な取組】 

・幼児教育・保育の無償化に伴う保育料等の補助 

・預かり保育を行う認定こども園・幼稚園の支援 

・教材費、副食費の補助 

・高校生等の修学を支援する奨学金の支給 

・児童手当の支給 

・こどもの医療費の自己負担額の助成 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策３ 
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重点施策（２）地域子育て支援、家庭教育支援 

【施策の方向】 

地域の中で子育て家庭が支えられるよう、全てのこどもと家庭を対象として、

地域のニーズに応じた多様な子育て支援を推進します。 

地域の身近な場所にある相談機関では、子育て当事者の気持ちを受け止め寄

り添いながら、日常的に相談を受け、必要な支援につなげるとともに、プッシ

ュ型の情報提供を行います。 

日常生活において、一時的に家庭で保育ができない場合の一時預かりの実施

や、サービスを求める側と提供する側とを結ぶファミリー・サポート・センタ

ーに関する取組を推進します。 

家庭におけるこどもの基本的な生活習慣や自立心等を育むための情報提供を

始め、身近に相談相手がいない保護者に寄り添い、切れ目なく支援していくた

めの家庭教育支援を推進します。 

 

【個別施策】 

①地域のニーズに応じた多様な子育て支援の推進 

②一時預かり、ファミリー・サポート・センターに関する取組の推進 

③家庭教育支援 

 

【具体的な取組】 

・子育て支援センターにおける相談、講座の実施 

・地域の身近な子育て相談機関の充実 

・要保護児童やヤングケアラーの早期発見、適切な支援 

・ファミリー・サポート・センターの運営 

・託児室での一時預かりの実施 

・市立小・中学校のＰＴＡ活動の支援 

・幼稚園保護者会、小・中学校ＰＴＡの家庭教育学級の開設支援 

・家庭教育の必要性や重要性の啓発 など 
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重点施策（３）仕事と子育てが両立できる環境づくり 

【施策の方向】 

夫婦が互いに協力しながら子育てをし、それを職場が応援し、支援する社会

をつくるため、市内の企業に対し育児休業制度や働き方改革などの意識啓発を

図ります。 

また、育児や家事の負担を軽減できる支援を推進します。 

 

【個別施策】 

①仕事と子育てが両立できる環境づくり 

 

【具体的な取組】 

・中小企業のワーク・ライフ・バランス推進に対する啓発 

・ファミリー・サポート・センターの運営 

・産前産後の育児や家事の負担の軽減 

 

 

重点施策（４）ひとり親家庭への支援 

【施策の方向】 

ひとり親家庭が抱える多様な課題や個別ニーズに対応するため、児童扶養手

当などによる経済的支援のほか、各家庭の状況に応じて、生活支援、子育て支

援、就労支援などに取り組みます。 

 

【個別施策】 

①ひとり親家庭が抱える課題への支援 

 

【具体的な取組】 

・保護すべき母子の母子生活支援施設の入所を支援 

・ひとり親家庭の親の資格取得支援 

・児童扶養手当の給付 など 
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社会全体で支える推進体制 

重点施策（１）多様な声を施策に反映 

【施策の方向】 

全てのこども・若者が自らの意見を持ち、安心して意見を表明し、施策に反

映できるよう、意見聴取に係る多様な手法を検討するとともに、十分な配慮や

工夫に努めます。 

 

【個別施策】 

①  多様な声を施策に反映させる工夫 

 

【具体的な取組】 

・意見を表明しづらいこども・若者の意見を聴くための手法や働きかけ 

 
 

重点施策（２）こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援 

【施策の方向】 

幼児教育や保育に携わる者、教職員、スクールカウンセラー、青少年教育施

設の職員、障がい児支援に携わる者、民生委員・児童委員、保護司、青少年指

導員、青少年相談員など、こども・若者の健やかな育ちや困難に対する支援に

携わる担い手の確保、育成、専門性の向上を図り、担い手自身が喜びを感じな

がら仕事におけるキャリアが形成できる環境づくりを進めます。 

また、地域における身近な大人や若者のボランティアなど、多様な人材の確

保・育成を始め、子育て支援関係団体等との連携強化を図ります。 

 

【個別施策】 

①  こども・若者、子育て支援に携わる担い手の確保・育成・専門性の向上 

 

【具体的な取組】 

・幼児教育・保育人材の確保、定着、離職防止のための取組 

・民間保育所、地域型保育施設の運営支援 

・関係機関に対するこどもの発達や特性に係る相談や講座の実施 

・民生委員・児童委員の研修実施 

・青少年健全育成関連団体の活動支援 

・教職員の健康保持・増進 など 

基本施策４ 
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重点施策（３）こども・若者、子育てに優しい社会づくりのための意識改革 

【施策の方向】 

地域や企業、個人など、全ての人がこども・若者や子育て当事者を応援する

社会となるよう、社会全体の意識改革を図る取組「こどもまんなかアクション」

を進めることにより、こども・若者、子育て当事者が気兼ねなく制度やサービ

スを利用できる環境をつくります。 

妊産婦や乳幼児を連れた家庭への配慮に関する周囲の方の理解・協力の促進

など、様々な取組を通じてこども・若者や子育て当事者を社会全体で支える気

運を醸成していきます。 

 

【個別施策】 

①こども・若者、子育てに優しい社会づくりのための意識改革 

 

【具体的な取組】 

・こどもまんなかアクションの取組推進 など 
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第５章 子ども・子育て支援事業計画 

 子ども・子育て支援法第 61 条において、市町村は、５年を１期とする教育・

保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他同法に基づく業

務の円滑な実施に関する計画（市町村子ども・子育て支援事業計画）を定める

ものとされています。 

本市では、同法に基づき、幼児期の学校教育・保育の充実と地域における子

育ての支援を計画的に推進していくために、教育・保育、地域子ども・子育て

支援事業の現在の利用状況や将来の利用希望等を把握し、ニーズ調査結果や幼

児教育・保育の無償化、女性の就業率の高まりなどを勘案して「量の見込み」

を推計し、その受け皿となる「確保方策」を具体的に目標に設定した「厚木市

子ども・子育て支援事業計画」を定めています。 
 

１ 教育・保育提供区域の設定 

 子ども・子育て支援法第 61 条第２項では、市町村が、地理的条件、人口、交

通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供とするための施設の整備の状況

その他の条件を総合的に勘案して定める区域を設定し、区域ごとに事業の必要

量を算出するとともに、事業内容や実施時期を示すこととされています。 

 本市においては、それらを勘案し検討した結果、地域による大きな差が見ら

れないことから、厚木市全体を１区域として設定します。 
 

（１）地区別世帯数及び人口 

地区名 世帯数 
人口総数 こどもの数 

（０～14 歳）  男 女 

厚木地区 20,232 35,790 18,426 17,364 3,631 

依知地区 14,211 31,237 16,653 14,584 3,530 

睦合地区 18,797 40,968 21,038 19,930 4,809 

荻野地区 11,108 25,048 12,671 12,377 2,662 

小鮎地区 6,178 13,747 7,078 6,669 1,322 

南毛利地区 22,936 49,677 25,675 24,002 5,807 

玉川地区 1,172 3,168 1,580 1,588 237 

相川地区 6,535 14,140 7,502 6,638 1,621 

緑ケ丘地区 1,753 3,785 1,823 1,962 556 

森の里地区 2,609 6,026 2,966 3,060 397 

計 105,531 223,586 115,412 108,174 24,572 

住民基本台帳（令和６年４月１日現在） 

※計画値等については、県との法定協議後に変更となる場合があります。 
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２ 幼児期における教育・保育の量の見込みと確保の方策 

 国から示された基本指針に沿って、必要とされる量の見込み（需要）を算出

し、その提供体制の確保（供給）の内容及び実施時期を定めます。 

計画値については、県と法定協議を実施し、県が策定する計画の基礎数値と

しています。実績や社会情勢の変化、国の施策の動向を踏まえ、必要な場合に

は、計画値の調整を行います。 

 

○量の見込み数：どのくらい需要があるか 

○確保数：どのくらい供給するか 

 

※確保方策における人数は、認可定員数を基本として設定しますが、認可定員

と利用定員がかけ離れている場合は、利用定員や利用可能定員で設定します。 

※認可定員数とは、特定教育・保育施設（幼稚園・保育所・認定こども園）の 

設置に当たり、県に認可若しくは認定された定員数です。 

  

（１）利用するこどもに関する３つの認定区分と対象施設 
認定区分 定 義 利用できる施設 

１号認定 
満３歳以上の学校教育（幼稚園等）のみのこど

も（保育の必要性なし） 

・幼稚園 

・認定こども園 

２号認定 
満３歳以上の保育の必要性の認定を受けたこ

ども（保育を必要とするこども） 

・保育所 

・認定こども園 

・幼稚園 

３号認定 
満３歳未満の保育の必要性の認定を受けたこ

ども（保育を必要とするこども） 

・保育所 

・認定こども園 

・小規模保育等 
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ア【１号認定】３～５歳 幼稚園、認定こども園の利用 

 
単

位 

Ｒ６ 

(2024) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

３～５歳推計人口 人 4,454 4,251 4,123 3,959 3,861 3,741 

①量の見込み 人 1,643 1,402 1,360 1,306 1,273 1,234 

②
確
保
方
策 

認定こども園・ 

幼稚園（施設型給付）
人 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 

幼稚園（私学助成）人 440 440 440 440 440 440 

合計 人 1,858 1,858 1,858 1,858 1,858 1,858 

②－① 人 215 456 498 552 585 624 

量の見込み・確保方策

の内容 

量の見込みは、令和５（2023）年度に実施した厚木市子ど

も・子育て支援事業ニーズ調査の結果から、国から示され

た市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込

み」の算出等の手引きに基づき算出しています。 

確保方策は、認可定員ではなく、利用定員や利用実績によ

り設定しています。なお、新たな施設の開所による定員の

増加は見込んでいません。 

各年度４月時点 

 

イ【２号認定】３～５歳 保育所、認定こども園、幼稚園（定期的な預かり）の利用 

 
単

位 

Ｒ６ 

(2024) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

３～５歳推計人口 人 4,454 4,251 4,123 3,959 3,861 3,741 

①
量
の
見
込
み 

幼児期の学校教育

の利用希望が強い 
人 326 311 302 290 283 274 

上記以外 人 2,179 2,142 2,139 2,111 2,115 2,105 

合計 人 2,505 2,453 2,441 2,401 2,398 2,379 

②
確
保
方
策 

認可保育所 人 1,899 1,899 1,899 1,899 1,899 1,899 

認定こども園 人 411 411 411 411 411 411 

幼稚園預かり保育 人 357 357 357 357 357 357 

合計 人 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 

②－① 人 162 214 226 266 269 288 

量の見込み・確保方策

の内容 

量の見込みは、待機児童が発生していない令和３（2021）

年度以降の実績を基準とし、入所率の増減と人口推計から

算出しています。 

確保方策は、新たな施設の開所による定員の増加は見込ん

でいません。 

各年度４月時点 
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ウ【３号認定（１）】１～２歳 保育所、地域型保育事業、認定こども園の利用 

 
単

位 

Ｒ６ 

(2024) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

１～２歳推計人口 人 2,622 2,573 2,500 2,404 2,312 2,224 

①量の見込み 人 1,225 1,244 1,247 1,239 1,231 1,220 

②
確
保
方
策 

認可保育園 人 987 990 998 990 987 987 

地域型保育事業 人 209 209 204 204 204 204 

認定こども園 人 39 39 39 39 39 39 

幼稚園接続保育 人 6 6 6 6 6 6 

合計 人 1,241 1,244 1,247 1,239 1,236 1,236 

②－① 人 16 0 0 0 5 16 

量の見込み・確保方策

の内容 

量の見込みは、待機児童が発生していない令和３（2021）

年度以降の実績を基準とし、入所率の増減と人口推計から

算出しています。 

確保方策は、幼稚園接続保育を新たに本計画から確保方策と

します。また、新たな施設の開所による定員の増加は見込ん

でおらず、家庭的保育事業施設が閉所する予定のため、令和

８（2026）年度から減少します。なお、３号認定（０歳）や

２号認定の受入状況を踏まえながら、定員を設定します。 

※幼稚園接続保育：幼稚園型一時預かり事業による 2 歳児の受入れ 

各年度４月時点 

 

エ【３号認定（２）】０歳 保育所、地域型保育事業の利用 

 単位 

Ｒ６ 

(2024) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

０歳推計人口 人 1,231 1,184 1,138 1,095 1,053 1,012 

①量の見込み 人 209 214 208 213 213 212 

②
確
保
方
策 

認可保育園 人 308 308 308 308 308 308 

地域型保育事業 人 80 80 80 80 80 80 

合計 人 388 388 388 388 388 388 

②－① 人 179 174 180 175 175 176 

量の見込み・確保方策

の内容 

量の見込みは、待機児童が発生していない令和３（2021）年

度以降の実績を基準とし、入所率の増減と人口推計から算

出しています。 

確保方策は、新たな施設の開所による定員の増加は見込ん

でおらず、３号認定（１～２歳）の受入状況を踏まえなが

ら、定員を設定します。 

また、年度途中での利用希望が大幅に増加します。 

各年度４月時点 
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オ【保育利用率について】 

 子ども・子育て支援事業計画では、３号認定に該当するこどもについて、こ

どもの総数に占める保育の利用定員数の割合である「保育利用率」を、５年間

の計画期間内で目標値を設定することとなっています。保育の需要動向等を勘

案して、以下の保育利用率を設定します。 

 

（ア）３号認定（０歳）の保育利用率 

 単位 

Ｒ６ 

(2024) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

０歳推計児童数 人 1,231 1,184 1,138 1,095 1,053 1,012 

３号認定こども 

（０歳）の確保数 
人 388 388 388 388 388 388 

保育利用率 ％ 31.5 32.8 34.1 35.4 36.8 38.3 

 

（イ）３号認定（１～２歳）の保育利用率 

 単位 

Ｒ６ 

(2024) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

１～２歳推計児童数 人 2,622 2,573 2,500 2,404 2,312 2,224 

３号認定こども 

（１～２歳）の確保数
人 1,241 1,244 1,247 1,239 1,236 1,236 

保育利用率 ％ 47.3 48.3 49.9 51.5 53.5 55.6 

 

（ウ）【参考】２号認定（３～５歳）の保育利用率 

 単位 

Ｒ６ 

(2024) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

３～５歳推計児童数 人 4,454 4,251 4,123 3,959 3,861 3,741 

２号認定こども 

の確保数 
人 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 

保育利用率 ％ 59.9 62.7 64.7 67.4 69.1 71.3 
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３ 地域子ども・子育て支援事業に関する量の見込みと確保の方策等 

法定事業名 本市における事業名 

種別 

相談

支援 

訪問系 

事業 

通所系 

事業 
その他 

（１）利用者支援事業 

厚木市子育てコンシェルジュ 

こども家庭センター（ひだ

まり広場） 

○    

（２）地域子育て支援拠点

事業 

子育て支援センターもみ

じの手等 
○    

（３）妊婦健康診査事業 妊婦健康診査事業    ○ 

（４）乳児家庭全戸訪問事

業 

産婦新生児訪問指導事業 

こんにちは赤ちゃん訪問事業 
 ○   

（５）養育支援訪問事業、 

その他要保護児童等の支

援に資する事業 

スマイルサポート事業 

ほっとタイムサポーター事業 
 ○   

（６）子育て短期支援事業 
ショートステイ事業 

トワイライトステイ事業 
  ○  

（７）子育て援助活動支援

事業 
ファミリー・サポート・センター事業  ○   

（８）-1 一時預かり事業 

※幼稚園在園児 

幼稚園型一時預かり事業 

幼児教育支援事業 
  ○  

（８）-2 一時預かり事業 

※幼稚園在園児以外 

一般型一時預かり事業 

余裕活用型一時預かり事業 
  ○  

（９）延長保育事業 延長保育事業   ○  

（10）病児保育事業 病児・病後児保育事業   ○  

（11）放課後児童健全育成

事業 

放課後児童クラブ運営事業 

地域児童クラブ育成支援事業 

待 機 児 童 対 策 放 課 後 児 童

クラブ施設運営費補助金  

  ○  

（12）実費徴収に係る補足

給付を行う事業 

就園児実費徴収補助事業 

実費徴収に係る補足給付を行う事業 
   ○ 

（13）多様な事業者の参入

促進・能力活用事業 
対象事業なし    ○ 

（14）妊婦等包括相談支援

事業 
妊婦等包括相談支援事業 ○    

（15）乳児等通園支援事業

（こども誰でも通園制度） 
乳児等通園支援事業   ○  

（16）産後ケア事業 産後ケア事業 ○    

※種別の「○」は、主となる事業とする。 
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（１）利用者支援事業【厚木市子育てコンシェルジュ、こど

も家庭センター（ひだまり広場）等】 

※表題の事業名は法定事業名、【】内は厚木市の事業名。以下同じ。 

「厚木市子育てコンシェルジュ」は、子育て支援センター等に配置し、こど

もや保護者、妊娠している方が、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事

業の中から、適切なものを選択し、確実かつ円滑に利用できるよう案内するな

どの支援を行います。 

こども家庭センターにおいては、妊娠の届出等の機会を通して得た情報を基

に、妊産婦の方の状況を把握し、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健

や育児に関する相談に応じます。 

また、支援を必要とする妊産婦の方やその家族が利用できる母子保健サービ

スについて情報提供を行い、必要に応じて関係機関の担当者に直接つなぐなど、

積極的に支援を行います。 

これまでの相談対応等の状況を踏まえ、地域の身近な場所にある子育て相談

機関では、子育て家庭等から日常的に相談を受けるとともに、子育て支援等に

関する情報の提供を行い、必要な支援につなげていきます。 

【主な担当課：こども家庭センター】 

 

 単位 

Ｒ５ 

(2023) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

量の見込み 施設数 36 36 36 36 36 36 

確保方策 施設数 38 36 36 36 36 36 
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（２）地域子育て支援拠点事業【子育て支援センターもみじ

の手等】 
乳幼児とその保護者が相互に交流する場所を開設し、子育てについての相談、

情報の提供、助言その他の援助をする事業です。 

本市では、子育て家庭の保護者とそのこどもが気軽に集い、打ち解けた雰囲

気の中で語り合い、相互に交流を図る場として、常設の子育て広場を提供して

います。 

今後においても、子育て支援センター等の拠点を確保し、利用者ニーズに積

極的に対応します。 

【主な担当課：こども家庭センター】 

 

 単位 

Ｒ５ 

(2023) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

量の見込み 
年間延べ 

利用回数 
79,368 74,246 71,906 69,146 66,499 63,962 

確保方策 
年間延べ 

利用回数 
79,368 74,246 71,906 69,146 66,499 63,962 

施設数 箇所 2 2 2 2 2 2 

 

（３）妊婦健康診査事業【妊婦健康診査事業】 
妊婦やお腹の赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するため、妊娠期間中必要

に応じた「医学的検査」、「健康状態の把握」、「検査計測」、「保健指導」を実施

するとともに、妊婦に対し定期健康診査の費用の一部を補助します。 

妊婦の全数を対象とする事業であり、人口推計の動向を踏まえ、０歳児数と

同等の規模を対象とし、事業を実施します。 

【主な担当課：こども家庭センター】 

 

 単位 

Ｒ５ 

(2023) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

０歳児推計人口 人 1,251 1,184 1,138 1,095 1,053 1,012 

量の見込み 
年間延べ 

利用回数 
14,167 13,408 12,887 12,400 11,925 11,460 

確保方策 
年間延べ 

利用回数 
16,303 15,430 14,830 14,270 13,723 13,188 
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（４）乳児家庭全戸訪問事業【産婦新生児訪問指導事業、こ

んにちは赤ちゃん訪問事業】 
生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報

提供や、養育環境等の把握をする事業です。 

産婦新生児訪問指導事業として、出産後２か月までの産婦と乳児に対し、訪問

による計測や健康観察、保健指導を行います。この事業で訪問できなかった家庭

を対象に、こんにちは赤ちゃん訪問事業を実施し、全ての家庭を訪問します。 

乳児家庭の全数を対象とする事業であり、人口推計の動向を踏まえ、０歳児

数と同等の規模を対象として、事業を実施します。 

【主な担当課：こども家庭センター】 

 

 単位 

Ｒ５ 

(2023) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

０歳児推計人口 人 1,251 1,184 1,138 1,095 1,053 1,012 

量の見込み 

（赤ちゃん訪問数） 
人 1,200 1,184 1,138 1,095 1,053 1,012 

確保方策 人 1,251 1,184 1,138 1,095 1,053 1,012 

 

（５）養育支援訪問事業【スマイルサポート（育児支援家庭

訪問）・ほっとタイムサポーター事業】 
スマイルサポート・ほっとタイムサポーター事業として、養育支援が特に必

要な家庭を訪問し、保護者の育児、家事等の養育能力を向上させるための支援

（相談支援、育児・家事援助など）を実施します。 

今後はこれまでの実績を踏まえつつ、ニーズの動向を見極めながら、必要量

の確保を図ります。 

【主な担当課：こども家庭センター】 

 

 単位 

Ｒ５ 

(2023) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

量の見込み 件数 97 140 140 140 140 140 

確保方策 件数 150 150 150 150 150 150 
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（６）子育て短期支援事業【ショートステイ事業、トワイラ

イトステイ事業】 
保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難

となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護をする事業（短

期入所生活援助事業（ショートステイ事業）及び夜間養護等事業（トワイライ

トステイ事業））です。 

本市では、２歳から小学校就学前までの児童を養育している家庭の保護者が、

疾病、出産、看護、事故、災害などで、児童の養育が困難になった場合、当該

家庭の児童を児童養護施設などで適切に保護します。利用期間は７日以内とな

っています。 

今後は、ニーズの動向を見極めながら、定員の確保・充実等を促進し、必要

量の確保を図ります。 

【主な担当課：こども家庭センター】 

 

 単位 

Ｒ５ 

(2023) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

量の見込み 
年間延べ 

利用人数 
0 70 70 70 70 70 

確保方策 
年間延べ 

利用人数 
0 70 70 70 70 70 

施設数 箇所 0 1 1 1 1 1 
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（７）子育て援助活動支援事業【ファミリー・サポート・セ

ンター事業】 
児童の預かり等の援助を受けることを希望する方（依頼会員）と、援助をす

ることを希望する方（提供会員）との相互援助活動に関する連絡・調整を実施

する事業です。 

こどもの数は減少傾向にありますが、保護者の就労などで、保育施設等への

送迎や帰宅後の預かりなどのニーズは増えています。 

今後も、地域に根ざした、市民相互による子育て支援事業として、これまで

の実績を踏まえつつ、さらにその充実を促進し、必要量の確保を図ります。 

【主な担当課：こども家庭センター】 

 

 単位 

Ｒ５ 

(2023) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

量の見込み 
年間延べ 

利用人数 
3,332 3,036 2,942 2,827 2,739 2,645 

確保方策 
年間延べ 

利用人数 
3,956 3,036 2,942 2,827 2,739 2,645 

 

（８）－１ 一時預かり事業 ※幼稚園在園児【幼稚園型一

時預かり事業、幼児教育支援事業】 
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児について、主と

して教育時間以外に認定こども園、幼稚園において、一時的に預かり、必要な

保護をする事業です。 

幼稚園におけるこれまでの実績を踏まえつつ、今後は、幼児教育・保育の無

償化や女性の就業率の高まりなどによる利用希望の増加を見極めながら、事業

者による定員の確保・充実等を促進し、必要量の確保を図ります。 

【主な担当課：こども育成課】 

 

 単位 

Ｒ５ 

(2023) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

量の見込み 
年間延べ 

利用人数 
68,801 66,325 64,279 61,769 59,848 57,786 

確保方策 
年間延べ 

利用人数 
68,801 66,325 64,279 61,769 59,848 57,786 
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（８）－２ 一時預かり事業 ※幼稚園在園児以外【一般型

一時預かり事業、余裕活用型一時預かり事業】 
幼稚園在園児以外の一時預かりについては、保育所等において、保護者の育

児疲れ解消や急病・入院、短期のパートタイム就労などに伴う緊急・一時的な

預かり事業です。 

今後は、保育所等における一時預かり枠の確保を促進し、柔軟な保育対応が

できる環境づくりを進めます。 

【主な担当課：こども育成課、保育課、こども家庭センター】 

 

 単位 

Ｒ５ 

(2023) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

量の見込み 
年間延べ 

利用人数 
10,286 9,916 9,610 9,235 8,947 8,639 

確保方策 
年間延べ 

利用人数 
12,043 9,916 9,610 9,235 8,947 8,639 
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（９）延長保育事業【延長保育事業】 
保育認定を受けたこどもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び

時間に、認定こども園、保育所等において保育を実施する事業です。11 時間（短

時間の認定を受けた場合は８時間）の開所時間を超えた時間帯の保育となりま

す。 

多様化する保育ニーズ動向を見極めながら、これまでの実績を踏まえつつ、

事業者とも連携しながら、保育所等における時間外保育対応の枠の確保を促進

します。 

【主な担当課：こども育成課、保育課】 

 

 単位 

Ｒ５ 

(2023) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

量の見込み 
年間延べ 

利用人数 
25,607 24,685 23,924 22,990 22,275 21,507 

確保方策 
年間延べ 

利用人数 
32,689 24,685 23,924 22,990 22,275 21,507 

 

（10）病児保育事業【病児・病後児保育事業】 
病児・病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペースにおいて、

看護師等が一時的に保育する事業です。 

今後は、医療機関等との連携を進めながら、病児・病後児保育に対応できる

体制の確保を図り、ニーズ動向を踏まえた対応施設の充実等、きめ細かい確保

を行います。 

【主な担当課：保育課】 

 

 単位 

Ｒ５ 

(2023) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

量の見込み 
年間延べ 

利用人数 
100 120 120 120 120 120 

確保方策 
年間延べ 

利用人数 
170 120 120 120 120 120 

施設数 箇所 2 2 2 2 2 2 
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（11）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）【放課後

児童クラブ運営事業、地域児童クラブ育成支援事業、待機児

童対策放課後児童クラブ施設運営費補助金】 
本市では、小学校の教室等を活用した市立放課後児童クラブ（23 クラブ）の

運営や、民間の地域児童クラブの運営を支援することで、保護者の就労や疾病等

により、放課後に適切な保育が受けられない児童に対し、集団生活や遊びなどを

通し、日常の生活指導を行い、児童の健全育成を図っています。 

今後は、これまでの実績を踏まえつつ、待機児童が発生している児童クラブ

があることから、引き続き定員枠の確保・充実を図っていきます。 

【担当課：こども育成課】 

 

 単位 

Ｒ６ 

(2024) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

６ 

歳 

人口推計 人 1,587 1,557 1,456 1,468 1,353 1,328 

①量の見込み 人 604 593 560 564 520 511 

７ 

歳 

人口推計 人 1,637 1,599 1,568 1,467 1,479 1,363 

②量の見込み 人 606 595 562 566 522 513 

８ 

歳 

人口推計 人 1,741 1,641 1,603 1,572 1,471 1,483 

③量の見込み 人 412 404 382 385 355 349 

９ 

歳 

人口推計 人 1,768 1,742 1,642 1,604 1,573 1,472 

④量の見込み 人 242 237 224 226 208 204 

10 

歳 

人口推計 人 1,779 1,774 1,748 1,648 1,610 1,579 

⑤量の見込み 人 92 90 85 86 79 78 

11 

歳 

人口推計 人 1,863 1,783 1,778 1,752 1,652 1,614 

⑥量の見込み 人 40 39 37 37 34 34 

人口推計合計 人 10,375 10,096 9,795 9,511 9,138 8,839 

⑦（①～⑥） 

量の見込み合計 
人 1,996 1,958 1,850 1,864 1,718 1,689 

確

保

方

策 

⑧利用可能人数 人 2,249 2,249 2,249 2,249 2,249 2,249 

施設数 箇所 51 51 51 51 51 51 

⑧－⑦ 人 253 291 399 385 531 560 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業【就園児実費徴収

補助事業、実費徴収に係る補足給付事業】 
保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護

者が支払うべき日用品、文房具、その他の教育・保育に必要な物品の購入に要

する費用、副食費、行事への参加に要する費用を助成します。 

今後は、国・県、利用者及び他の費用助成事業の状況等を踏まえつつ、必要

となる事業実施に努めます。 

【担当課：こども育成課、保育課】 

 

 単位 

Ｒ５ 

(2023) 
実績 

Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

量の見込み 
年間延べ 

人数 
445 415 402 386 384 385 

確保方策 
年間延べ 

人数 
470 415 402 386 384 385 

 

（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 
多様な事業者の新規参入を支援するほか、特別な支援が必要なこどもを受け

入れる認定こども園の設置者に対して、必要な費用の一部を補助し教育保育の

提供体制の確保を図ります。 

※今後、待機児童が発生した場合においては、必要に応じて実施します。 

 

（14）妊婦等包括相談支援事業【妊婦等包括相談支援事業】 
妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談

や継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなげていきます。 

【担当課：こども家庭センター】 

 

 単位 
Ｒ７ 

(2025) 
Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

量の見込み 
年間延べ 

人数 
3,552 3,414 3,285 3,159 3,036 

確保方策 
年間延べ 

人数 
3,552 3,414 3,285 3,159 3,036 
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（15）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）【乳児等

通園支援事業】 
全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない

形での支援を強化するため、保育所等に通っていない０歳６か月～満３歳未満

を対象に、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の

中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付制度を実

施し、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境づくりを進めま

す。 

【担当課：保育課】 

 

   
単位 

Ｒ７ 

(2025) 

Ｒ８ 

（2026） 

Ｒ９ 

（2027） 

Ｒ10 

（2028） 

Ｒ11 

（2029） 

０歳児 

量の見 

込み 

年間延 

べ人数 
478 459 442 424 408 

確保の 

方策 

年間延 

べ人数 
478 459 422 424 408 

１歳児 

量の見 

込み 

年間延 

べ人数 
717 672 635 596 560 

確保の 

方策 

年間延 

べ人数 
717 672 635 596 560 

２歳児 

量の見 

込み 

年間延 

べ人数 
655 624 573 528 487 

確保の 

方策 

年間延 

べ人数 
655 624 573 528 487 

 

（16）産後ケア事業【産後ケア事業】 
出産直後の母子に対して、心身のケアや育児のサポートを行い、産後も安心

して子育てができる支援体制の確保を行い、誰もがより安心・安全な子育てが

できる環境づくりを進めます。 

【担当課：こども家庭センター】 

 

  
単位 

Ｒ７ 

(2025) 

Ｒ８ 

（2026） 

Ｒ９ 

（2027） 

Ｒ10 

（2028） 

Ｒ11 

（2029） 

量の見込み 
年間延 

べ人数 
456 438 422 406 390 

確保方策 
年間延 

べ人数 
456 438 422 406 390 
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第６章 計画の推進 

１ 数値目標 

本計画の基本理念で目指す「こどもまんなか社会」の実現に向け、こども・

若者や子育て当事者の視点に立った数値目標として、次のとおり設定します。 

注１～注３：令和５（2023）年、厚木市「子ども・子育て支援事業ニーズ調査」。小学

５年児童・中学２年生徒の回答結果。  

注４：令和４（2022）年、こども家庭庁「こども・若者の意識と生活に関する調査」。

15～39 歳の回答結果。 

注５：令和５（2023）年、こども家庭庁「こども政策の推進に関する意識調査」。16～

29 歳の回答結果。  

注６：令和５（2023）年、厚木市「子ども・子育て支援事業ニーズ調査」。小学生以下

のこどもがいる保護者の回答結果。 

 

２ 計画の推進体制 

（１）厚木市子ども育成推進委員会 
市民の代表、学識経験者、関係機関の方々で構成される「厚木市子ども育成

推進委員会」 において、各年度における事業や計画の進捗状況の把握・点検を

継続的に行い、本計画を推進します。 

目標 現状値 
目標値 

Ｒ11(2029) 

「今の自分が好きだ」と思うこどもの割合（自己肯

定感の高さ） 
77.8％(注１) 80.0％ 

「社会に役立つことをしたい」と思うこどもの割合 87.2％(注２) 90.0％ 

自分の将来について明るい希望を持っているこども

の割合 
82.3％(注３) 90.0％ 

「社会生活や日常生活を円滑に送ることができてい

る」と思うこども・若者の割合 
51.5％(注４) 70.0％ 

「こども政策に関して自身の意見が聴いてもらえて

いる」と思うこども・若者の割合 
20.3％(注５) 70.0％ 

地域における子育て環境や支援への満足度の割合 51.6％(注６) 70.0％ 
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（２）厚木市こども計画推進委員会 
庁内関係部署職員で構成する「厚木市こども計画推進委員会」において、計

画の進捗管理及び計画の推進に必要な事項を検討し、厚木市子ども育成推進委

員会と連携を図りながら、本計画を推進します。 

 

３ 計画の進行管理  

各施策について、ＰＤＣＡサイクルを活用し、効果的なこども・若者施策を

推進します。 

数値目標については、目標値の到達度を評価するため、令和 10（2028）年

度にニーズ調査を実施し、達成状況について評価を行い、次期計画の策定に反

映します。 

個別事業については、施策の効果を的確に把握するため、指標を設定し、年

度ごとに、指標の目標値に対する達成状況について評価を行い、評価結果に基

づき、課題を整理し、翌年度の取組内容の見直し及び改善を行います。 
 

■ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 関係機関との連携 

基本理念を実現するためには、様々な分野での連携が欠かせません。 

市民団体、子育て支援関係団体、福祉関係団体、児童相談所、保健所、警

察、教育機関、医療機関や企業などの関係機関と連携して、こども・若者一人

一人が自分らしく幸せな状態（ウェルビーイング）で暮らすことができるよう

「こどもまんなか社会」の実現を目指します。 

計画 

Plan 

実行 

Do 

評価 

Check 

改善 

Action 

計画（Plan） 
 
根拠に基づく政策立案 

実行（Do） 
 
成果を重視した施策

の推進 

改善（Action） 
 
施策の見直し及び更

なる成果向上につな

がる施策の推進 

評価（Check） 
 
施策の評価（成果指標） 



厚木市こども・若者みらい計画（案）の策定に対するパブリック 

コメント手続実施要領 

 

１ 目的 

国のこども大綱等を勘案し、全ての子ども・若者や子育て当事者等を対象とした「厚

木市こども・若者みらい計画」を策定いたします。 
つきましては、策定に当たり、市民の皆様の意見等を聴取し、可能な限り反映するた

め、厚木市市民参加条例第６条第３項の規定に基づき、パブリックコメント手続を実施

します。 

 

２ パブリックコメント手続の対象 

厚木市こども・若者みらい計画（案）について 

 

３ パブリックコメント手続実施の周知方法 

(1) 広報あつぎ（12月１日号）への掲載 

(2) 厚木市ホームページへの掲載（12月２日から） 

(3) 厚木市LINE公式アカウントによる発信 

(4) 厚木市立小・中学校のＧＩＧＡスクール端末による発信（小学６年生・中学生） 

 

４ 計画の閲覧及び配布 

次に掲げる場所等で12月２日から１月６日まで閲覧を行います（子ども用概要版も設

置）。 

なお、資料の配布を希望する場合はこども育成課（電話 046-225-2262）に連絡して

ください。 

(1) 市役所第二庁舎３階 こども育成課 

(2) 市役所本庁舎３階市政情報コーナー 

(3) 各地区市民センター（各公民館）及び上荻野分館 

(4) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所 

(5) 保健福祉センター 

(6) 中央図書館 

(7) あつぎ市民交流プラザ（アミューあつぎ６階） 

(8) 神奈川工科大学厚木市子ども科学館 

(9) 各児童館 

(10) 子育て支援センター 

 



(11) 市ホームページ 

 

       ≪市ホームページ閲覧ページ≫ 

 

(12) 厚木市立小・中学校のＧＩＧＡスクール端末（小学6年生・中学生） 

 

５ 意見等提出期間 

令和６年12月２日（月）から令和７年１月６日（月）まで 

※ 郵送の場合は、１月６日の必着とします。 

 

６ 意見等提出資格 

(1) 市内に居住する方 

(2) 市内に通学し、又は通勤する方 

(3) 市内において活動する個人及び法人その他の団体 

(4) 市に納税の義務がある方 

 

７ 意見等提出方法 

次の方法により提出してください。 

(1) 電子申請システム（e-kanagawa）により提出する。  

 

 ≪e-kanagawa申し込みフォーム≫ 

 

(2) 意見提出用紙を持参する。 

ア 市役所第二庁舎３階 こども育成課の窓口へ直接提出 

イ 次に掲げる場所に設置されたパブリックコメント意見提出箱に投函 

(ｱ) 市役所本庁舎３階市政情報コーナー 

(ｲ) 神奈川工科大学厚木市子ども科学館 

(ｳ) 子育て支援センター 

 

ウ 次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函 

(ｱ) 市役所本庁舎１階 

(ｲ) 各地区市民センター（各公民館）及び上荻野分館 

(ｳ) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所 

(ｴ) 保健福祉センター 

(ｵ) 中央図書館 



(ｶ) あつぎ市民交流プラザ（アミューあつぎ６階） 

(ｷ) 各児童館 

(3) 意見提出用紙を郵送する。 

郵送先 〒243-8511 

厚木市健康こどもみらい部こども育成課こども政策係宛て 

(4) 意見提出用紙をファックスで送信する。 

ファックス番号 046-225-4612 

(5) 意見提出用紙を電子メールで送信する。 

メールアドレス 2180@city.atsugi.kanagawa.jp 

※ 電子メールの件名「厚木市こども・若者みらい計画（案）パブリックコメント

意見」 

(6) 厚木市立小・中学校のＧＩＧＡスクール端末により提出する。 

（小学6年生・中学生） 

 

８ 意見等の取扱い 

(1) 提出された意見等は、厚木市こども・若者みらい計画の策定に当たって参考としま

す。なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考

え方を、後日、市ホームページ及び市政情報コーナーで公表します。 

(2) 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。 


